
自治会町内会館整備費補助の手引き 

【補助制度説明編】 

 

 

令和６年４月 

横浜市市民局 

◇本補助金を受けるには、工事請負業者だけでなく、見積

合 せの相 手方と なる全 ての業 者が市 内事業 者

であること、また、建設業許可を受けた業者であること

が要件です。

◇市内事業者とは、市内に本社がある事業者になります。 



自治会町内会館（以下、会館）は、その自治会町内会の活動の拠点となる身近な施設であり、

会員の皆様の総意によって、建設・整備いただくものです。 

横浜市では、自治会町内会が行う会館の建設や整備に関する費用に対して、その一部を補助し

ています。 

この冊子は、会館の建設・整備が順調に進むように、具体的な留意事項や課題とその対策、ま

た、トラブルの事例やよくあるご質問等、必要な事項をご案内するものです。 

自治会町内会の実情等を考慮し、トラブルを避け、会館の建設・整備や維持管理がスムーズに

行われ、皆様の活動の拠点として有意義に利用いただくための参考にしてください。 

なお、会館の整備を検討・計画される場合には、事前に区役所地域振興課にご相談ください。 

※ 必要に応じて、次の資料も併せてご確認ください。（区役所地域振興課で配付しています。）

■ 会館建設・整備をスムーズに進めるために

（自治会町内会館整備費補助の手引き【補助制度説明編】） 

→ この冊子です。

■ 会館整備費補助の各種手続と記入例

（自治会町内会館整備費補助の手引き【申請手続編】） 

※補助を受ける際に必要となる各種手続について、書類の記入例や提出資料の説明を

まとめた冊子です。

■ 自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内（Ａ３ 二つ折りのパンフレット）

■ 地縁による団体の認可（自治会町内会の法人化）の手引き

＜お問い合わせ先＞ 

区役所地域振興課 ※裏表紙の「区役所地域振興課 連絡先一覧」をご覧ください。 

横浜市市民局ホームページでもご案内しています。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kaikan.html

会館建設･整備をスムーズに進めるために
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会館建設･整備をスムーズに進めるために 
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Ⅰ 起こりやすい問題

１ 建設・整備計画が自治会町内会の会員に十分に周知されていないため、工事実施の段階にな

ってから、反対の意見が出される。 

２ 建設委員会等を設置して建設・整備をする場合、建設委員会がその進行状況、取組内容を 

十分に会員に知らせていないため、不信感を持たれたり、疑問を抱かれる。 

３ 建設・整備に対する賛否を総会に諮るものの、そこでの決定を理由に、反対者に十分な説明

や反対の内容を分析しないまま工事にとりかかり、以後しこりを残してしまう。 

４ 会館と隣接する居住者へ建設・整備計画の十分な説明をせずに着工してしまい、日照・境界・

プライバシー等でトラブルが生じる。 

５ 工事費用の負担を会員に依頼するときに、会員がその計画を十分理解していないために、 

不満や反対が生じたりする。 

６ 複数の自治会町内会が共同で建設・整備する場合、管理運営面の取り決めや経費の分担を 

相互に十分話し合っていないため、あるいは協定等を結んでいないため、トラブルが生じる。 

７ 建築協定のある地域で、その委員会へ十分に説明を行っていないために、建設について同意

が得られず、建設計画が暗礁に乗り上げる。 

８ 建設後の維持管理について、費用や手間がかかることにより会員の負担が増えたことに対

して、利用しない会員から不満が寄せられる。 

９ 会館の近隣の住民から、違法駐車・カラオケなどの騒音・ごみの問題などの苦情が起きる。 

10 会館の利用方法について取り決めがないため、役員以外の会員が利用しにくいという苦情

が起きる。 

Ⅱ 問題解決のために…計画から完成までの自治会町内会の対応 

会館の建設・整備の際に起こりうる様々な問題は、自治会町内会が自らの問題として解決して

いただかなければなりません。トラブルを最小限にするためにも、あらかじめ上記のような場合

を想定し、会員の理解を得ながら計画を進めましょう。 

  会館は会員の活動拠点となる、会員全員の財産です。その一方で、その後の維持管理など、将来

にわたり会員が負担と責任を負うことにもなります。このため、会館の建設・整備は、その計画の

段階から常に、会員や会館の近隣住民に対して、 

広く意見を集め、情報を公開し、無理のない計画をたてることが大切です。 

この手引きでは、主に会館を新たに建設・所有される場合を想定した、計画から完成までの、自

治会町内会の対応事例やご留意いただきたい事項をまとめています。 

既に会館を所有されていて、その増築や修繕といった維持管理のための整備を行う際にも是非

参考にしてください。また、関係者（近隣住民や事業者等）との調整内容は書面で残しておきまし

ょう。 
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１ 会館建設計画における総会の進め方について 

会館建設の意思決定は、全ての会員がその意見を反映することのできる総会で決定してくだ

さい。役員会や建設委員会など、一部の方だけで決定されるのは望ましくありません。 

  自治会町内会で会館を所有することについて、会員の意向を把握し、会館建設の必要性を会員

相互が十分に意見交換し、相互理解が図れるようにします。 

  また、会員に対して建設計画の初歩段階から、必要性や建設計画の概要、建設費などの資金計

画等を回覧や広報紙などを利用して周知しましょう。 

意思決定の手続きを民主的に進めるために、総会の議案事項を全会員に事前周知したうえで、

会館を所有することの方針決定から最終の建設計画の確認（決定）まで、段階的に進めましょう。 

参考 ２ 総会への準備について(P9)、３ 総会の運営について(P11) 

【第一段階】 
（１）会館を所有（建設）することの方針決定（整備前々年度ごろ（整備前年度までに準備）） 

  自治会町内会で会館を建設し、所有することについて会員の総意を確認するため、総会での

意思決定（機関決定）が必要です。 

この段階では、あくまでも団体として会館を所有することの方針の決定です。 

 このとき、建設委員会などの専門委員会を設置し、委任する場合は、あらかじめ委任する事

項を決めておく必要があります。 

ただし、建設委員会等には、用地の取得や建設計画・資金計画などの立案を委任するもので、

その立案に対する最終決定は総会で行いましょう。 

  総会の結果は、議事録などで総会に出席していない会員にも周知してください。 

《具体的な事例と留意事項》 

① 会館建設計画の輪郭（素案）

役員会等で、会館建設計画の進め方や問題点を整理し、会館建設計画の輪郭（素案）を検

討・作成します。 
ア 建設の必要性があるのか。・・・・利用計画と利用規約の検討

イ いつ、どこへ、どんな規模で、どのくらいの予算で建てるのか。

ウ 会員の負担はどれくらいになるのか。・・・・資金計画や融資有無の検討

エ 自治会町内会として、どう建設を進めるのか。

オ 建設を進める場合の課題とその対策

② 会員のニーズの把握

会館建設を一部の会員の意向だけで行うことのないよう、アンケートを取るなどして、

会員の意見や要望をできる限り把握することが大切です。また、アンケートなどを取った 

場合は、その結果を公表し、寄せられた意見や要望を会員の間で共有してください。 

③ 会員への周知

会員に対しては、計画段階から会館建設の必要性、建設計画の概要や建設費資金計画等を

十分に周知し、会員間で意見交換し、相互理解を図りましょう。 

④ 会館を所有することの意思決定

会員のニーズなどを把握し反映した計画の素案を総会に諮り、決議されて初めて具体的

（１）会館建設の意思決定は、どこ（機関）で行うのか。

（２）意思決定は、いつするのか。

課 題
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な計画に進むことができます。質問や疑問点なども丁寧に説明してください。建設委員会な

どの専門委員会を設置し、委任する場合は、この総会で、あらかじめ委任する事項を決めて

おきましょう。 

こうしたことが不足すると、役員に対する不信感、建設反対や役員の独断先行に対する批

判が起こりかねません。 

役員会や建設委員会での検討経過については、回覧や広報紙などでお知らせするほか、

会館建設に関する書類を会員がいつでも閲覧できるようにしておくなど、その情報を常に

会員に対して公開し、説明していくことが大切です。 

  

【中間報告】 
（２）会館建設計画案の決定（整備前年度）

建設委員会等は、用地の取得に目処が立った時点で、会員に対して総会などで中間的な建設

計画案を報告し、会館の規模・機能や資金の計画、工事請負業者の選定方法などの意思決定を

します。この意思決定をしたうえで、最終的な会館建設計画案を作成します。 

  この段階までに建設予定用地に隣接する居住者に対して、会館建設計画案の概要を説明し、

隣接居住者からの要望を考慮した会館建設計画案を作成します。 

  こうした結果は、総会などに出席していない会員にも周知してください。 

《ここで、ご注意！！  PART１ 無理のない資金計画を》 
① 建設資金計画

会館建設は、その建設資金を会員が負担することから、会員数の変動など長期的な検討が必要です。会

館建設積立金など長期的な視野で自己資金作りを進め、安易な寄附金や借入金に頼ることのないよう建設

計画を立てましょう。 

 また、建設後は会館の光熱水費など維持管理や修繕などにかかる費用は重くなりますので、その点も十

分に検討してください。 

② 借入金の利用

自己資金が少ない場合、借入金の利用が想定されますが、借入金は、その返済について、会員が将来的

に返済の負担を負うことになります。そのため、会員相互で十分意見交換して合意を得たうえで、返済計

画を立ててください。 

なお、市の補助金を受けた会館は、担保に供することはできません。 

【 金融機関からの融資については、P21・22をご覧ください。 】 

【最終段階】 
（３）会館建設計画案の最終決定（整備年度）

建設委員会等は、会館の規模・構造などを示す図面（設計書、平面図、側面図等）、用地

取得費用や会館建設費用の資金計画及び借入金を利用した場合の返済計画を示した上で、最

終的に総会で意思決定します。 

 総会前に会館建設用地に隣接する居住者に対して、会館建設最終計画案を説明し了解を得

ておきましょう。総会の結果は、総会に出席していない会員にも周知しましょう。 

建設済みの町内会からのワンポイントアドバイス（やってよかったこと） 

「建設委員が、班会議に説明にいきました」 
「かわら版（町内会新聞）に建設委員会からのお知らせコーナーを設けて定期的に情報提供しました」 
「最近新築した他の町内会館を見学し、会長さんに話を聞きました」 
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《具体的な留意事項》 

① 工事請負業者等市内事業者（※１）からの入札等による選定

１件の契約が100万円以上となる場合は複数の市内事業者による入札または見積合わ

せを行うことが必要です。（P16の「５ 会館建設工事請負業者の選定、留意事項について」

も併せてご覧ください。） 

② 町内会館(集会施設)利用規約（例）

総会で、「町内会館(集会施設)利用規約（例）」を提示し、会館の管理運営や利用方法

についても会員の意見を反映できるようにしましょう。 

参考 【資料１】 町内会館(集会施設)利用規約（例）（P46） 
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２ 総会への準備について 

総会は、団体としての最高の意思決定機関であり、規約・会則に基づいて開催されるものです。 

 総会の開催にあたっては、総会開催日まで余裕をもって開催通知を発送し、議案やその資料も

添付するなど、会員に対して、総会内容を事前に十分周知してください。 

また、会員が出席しやすい日時・場所などにも配慮します。 

《具体的な留意事項》 

① 準備すべき総会資料（計画の進捗に応じ、必要な資料を準備します）

【例】

ア 会館の規模・構造などを示す図面

イ 建設費とその調達の方法を示す資料

ウ アンケート等の調査を行った場合は、その結果を示す資料

エ 会館の利用計画及び会館運営規約

オ 建設用地に関する資料

カ その他会館建設について、総会にかけておくべき（提示しておくべき）資料

② 総会の招集権者

総会は、規約・会則の規定に従って招集権限のある者の名で招集します。

規約・会則に規定がない場合は、自治会町内会の代表者（会長）になります。

招集権限のない者が招集した総会の議決は無効となることもあります。

③ 総会開催の通知

規約・会則の規定に従って招集し、総会開催通知の発送は、開催日まで余裕をもって発

送し、多くの会員が出席できるようにします。 

④ 開催通知の内容

開催通知には、議案やその資料も添付し、会員に対して、総会内容を事前に周知しまし

ょう。 

総会の議決事項は、開催通知であらかじめ通知した事項です。通知内容と異なる事項を

議決することは、通知事項を信じて出席しない会員を裏切り、表決に参加する機会を奪う

ことになります。 

⑤ 総会資料の工夫

総会資料は、十分な理解が図れるよう内容を工夫し、事前に配付します。なお、印刷経

費を軽減するための方法として、詳細な資料は閲覧・回覧にすることも考えられます。 

⑥ 会館設計図面等

議案として提示する図面は、会館の平面図、規模、構造、方位、隣接居宅との関係など

の概要がわかるものを用意します。なお、詳細な図面がある場合は、会員の誰もが見られ

るようにしましょう。 

（１）準備すべき総会資料 

（２）総会の招集権者による総会開催の通知

（３）開催通知の内容

課 題
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⑦ 総会資料の保存

総会に提出した資料等は、補助申請や市有地の貸付に必要な添付書類となるので、整理

したうえ保存しておきます。 

《ここで、ご注意！！  PART２ 会の規約と総会》 

自治会町内会の総会は、会員の総意によってその運営方法などを定めている規約や会則に基づき、民主的な

運営がなされていることと思います。 

総会は、自治会町内会における最高の意思決定機関として、会員の相互理解が十分に図れるように、また、

会員全員の意見を反映することができる構成であることが望ましいです。特に、会館の建設を計画される場合

は、会員全員が共有の財産を所有することとなる一方、建設費用やその後の維持管理など、将来にわたりその

負担と責任を負うこととなるため、その意思決定を行う際には、トラブルを避けるためにも、総会の成立要件

（定足数や議決数など）や、出席できない会員の委任状や書面による表決などの取扱などについて、規約や 

会則などであらかじめ明確に定めておくことが大切です。 

このため、会員の間で疑義が生じないよう、現在の規約や会則についてまず見直しを行い、その改正を行っ

てから、会館建設について総会を開催し、意思決定をされた事例もあります。 

横浜市では、新たに規約を作成される際や現在の規約を改正される際のご参考として「町内会館（集会施設）

利用規約（例）」をお示ししています。地域の実情にあった規約・会則づくりの際に、お役立てください。 

なお、会館建設にあわせて、その所有登記を団体名義で行うため、地方自治法による法人格の取得を検討さ

れる場合には、地方自治法の規定に則った規約内容にしていただく必要がありますので、詳しくは区役所地域

振興課にお問い合わせください。 

参考 【資料２】 自治会町内会規約（例）（P48） 
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３ 総会の運営について

自治会町内会の活動や運営は、その会員をもって構成される総会の意思に基づいて行われる

ことが大切です。そういった意味で全会員をもって組織される総会は、自治会町内会における

最高の意思決定機関です。 

会館建設は、会員全員が共有の財産を所有し、建設費用やその後の維持管理などの負担と責

任を負うこととなるため、自治会町内会の運営に関する重要事項として、総会において議決す

べき事項です。 

 総会が、規約・会則にのっとり民主的に運営されていると会員の方から納得してもらえるた

めにも、規約・会則で総会の成立要件や委任状の取り扱いなどを明確にしておくなど、事前に

検討のうえ取り決めておきましょう。 

《具体的な留意事項》 

① 総会運営の具体的な留意事項

ア 自治会町内会の規約・会則にのっとり総会が成立しているか

イ 総会にかけておくべき議案を提案しているか

ウ 反対者に発言の機会を十分に与えているか

エ 強引に総会を進めていないか

オ 自治会町内会の規約・会則にのっとった議決がなされたか

② 会員の表決権の行使や委任状、代理人の取扱

会員自らが総会に出席し、議決事項について賛成・反対の意見などを表明することが基

本ですが、全ての会員が出席することは現実的ではありません。 

 そこで、総会に出席できない会員も表決権を行使できるように、委任状や書面による表

決権の行使や、代理人を選任し表決権を授与することなどが考えられます。 

総会の議決がされたかどうかの重要な基準になる委任状や定足数の取扱などについて、

規約・会則で明確に定めていない場合は、会員に疑問が生じないように、事前に取り決め

ておくことが大切です。 

会員による代理人の選任についても、委任状などの書面によって、客観的に明らかにし

ておくことが大切です。代理人の資格については、規約や会則に定められていない場合に

制限はありませんが、委任状の取扱などと同じく、トラブルを避けるために、事前に取り

決めておくことが大切です。 

③ 総会の成立

総会の議決を有効なものとするためには、規約や会則の規定により総会を招集する、会

員に招集通知を配付する、招集権限のある者が招集する、規約・会則に規定されている定

足数を満たしている、など総会そのものが有効に成立していることが必要です。 

定足数は、開会の際に必要とされるだけでなく、総会の継続のためにも必要とされ、総会

の途中で定足数を満たしていない旨の指摘があれば、総会の継続は不可能となります。 

 なお、規約・会則で定足数を規定されていない場合は、事前に取り決めておきましょう。

会員間での十分な相互理解を図りトラブルを避けるためにも、少なくとも全会員の過半

（１）総会の民主的な運営

（２）委任状の取扱

（３）表決権の行使

（４）総会の成立要件

（５）総会議事録の作成

課 題
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数の出席を必要とするように取り扱うことが望ましいです。 

④ 議決の表決数

総会の議決がなされるためには、規約や会則に規定されている表決数を満たすことが

必要です。規約や会則に表決数を規定していない場合は、「行使された有効投票の過半数

をもって決する」などのように、事前に取り決めておきましょう。なお、「有効投票の過

半数」の算定基準としては、全会員数と出席会員数が考えられますが、全会員数の算定基

準日や出席会員数に委任状などを含めるかどうかなどについて、事前に明確に取り決め

ておきましょう。 

⑤ 総会の民主的な運営

議案を審議していく過程で、反対の意見が出た場合でも、十分な発言機会を与え、内容

をしっかりと把握することが大切です。反対意見にも様々あり、建設計画の若干の変更で

賛成いただける場合もあります。 

 建設計画の変更を恐れず、会員相互が十分に話し合い、「会員の総意」による総会運営

をしていただくことが大切です。 

 会員が認めた規約や会則、事前の取り決めなどによる議決が、最終的に「会員の総意」

として効力を発揮しますが、そのことを理由に建設計画を強引に推し進めることで、トラ

ブルが生じたり計画が暗礁に乗り上げる場合も少なくありません。 

総会での議決後も会員への周知や意見の集約に努めていただくなど、慎重に進めて 

いくことが大切です。 

⑥ 建設委員会の設置

自治会町内会内に「○○自治会館建設委員会」等を設置し、計画の立案や執行全般を委

任される事例が見受けられます。 

この場合も、委員会等に委任する事項やその内容を、総会の席で明確に説明し、その議

決を得るようにしてください。 

⑦ 工事請負業者の選定

工事請負業者の選定は、入札や見積合わせによる選定方法となることをあらかじめ総

会で周知しておくことが必要です。 

※複数の市内事業者による入札、または見積合わせが必要となっていますので、詳細につ

いて、事前に区役所地域振興課にご相談ください。

（P16の「５ 会館建設工事請負業者の選定、留意事項について」も併せてご覧ください。）

⑧ 会館の所有権保存登記

建設される会館の所有権保存登記についても、あらかじめ総会で方針を決めておきま

しょう。 

団体名義での登記を希望される場合には、自治会町内会の法人格の取得が必要です。 

法人格の取得については、自治会町内会の規約変更や構成員名簿の作成など、地方自治

法に基づく手続が必要になりますので、区役所地域振興課にご相談ください。 

⑨ 総会議事録の作成(重要)

総会の議事録は、補助申請・融資の申し込み、市有地の貸付申請の際に必要です。

そのため、それぞれの申請で必要とされている事項（会館の規模、構造、資金計画やそ

の調達方法、建設計画の進め方、会館利用計画など）について、議題として提案され、審

議されていることがわかるように記載してください。 

総会議事録には、総会の定足数や表決数及びそれらの条件を満たしていること（総会が
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成立していること）、議案に対する質問要旨や回答要旨などを具体的に記載します。 

参考 【資料３】 議事録作成要領（例）（P52） 

 特に、「総会が成立していること」「表決数や委任状・代理人の取扱」「議案に対する

賛成・反対の状況」「団体としての最終的な意思決定の状況」などが確認できるように作

成します。 

なお、作成された議事録やその内容を要約したものを会員に配付し、原本、開催通知、

事前配付資料及び当日配付資料等については、閲覧ができるようにしておくなど、総会の

開催内容を広く会員に周知しましょう。 

議事録に記載いただく主な項目 

・ 日時

・ 会場

・ 会員総数

・ 出席会員数【内訳：本人出席、委任状出席（書面表決者）】

・ 議案

・ 議長の選任

・ 総会成立の審査（本人出席者、委任状出席等の取扱）

・ 議案の審議・議決（議案に対する質問要旨や回答要旨）

・ 議事録への議長及び議事録署名人の署名及び押印
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４ 会館建設用地の確保について（必要に応じて）

会館建設の第一歩が建設用地の確保です。建設用地の目処が立ってから、具体的な建設計画の

立案に入ります。 

会館建設用地は自治会町内会自身で確保してください。   

○横浜市では、利用計画がないなど一定の要件に該当する市有地を、会館を所有していない自

治会町内会に有償で貸付を行っています。

○横浜市では、会館建設用地取得費用等に対する補助は行っていません。

《具体的な留意事項》 

① 会館建設用地選定の目安

ア 会館用地として、その場所は適当か（利用しやすいか）

イ 自治会町内会の区域かどうか

ウ 土地の形状は、会館用地として適当か

エ 用地に隣接する居住者の理解を得られるか

② 市有地の貸付

自治会町内会の区域内に市有地があり、その貸付を希望される場合は、区役所地域振興

課にご相談ください。 

なお、用地の利用調整のため、貸付可否の決定に日数を要する場合があります。 

また、市有地の近隣の方や会員から、市有地貸付に対する反対や市有地の他の事業への

活用などの陳情があると、市有地貸付が困難になる場合があります。 

  自治会町内会の区域外にある市有地の貸付については、当該市有地を区域とする自治

会町内会の同意が得られれば、貸付可能な場合もあります。 
ア 標準貸付面積

市有地の貸付は、500㎡未満の用地で、貸付面積は150～200㎡を標準としています。

イ 市有地の貸付条件

(ｱ)１㎡当たり20,000円の権利金及び１㎡当たり月額20円の使用料（年払い）を納めていただ

きます。

(ｲ) 貸付契約後６か月以内に会館工事に着工し、１年以内にしゅん工しなければなりません。 

③ 私有地の用地

私有地の購入や借用については、自治会町内会と土地所有者とで協議・契約をしていた

だきます。特に、借用される場合は、有償・無償の貸付を問わず、長期間の借用が可能な

こと、土地所有者との貸付契約を確実に締結することが重要です。 

④ 調整区域内の用地

用地が市街化調整区域内にある場合は、建築基準法令に関する手続が必要になります

ので、建築局調整区域課（671-4521）に事前にご相談ください。 

⑤ 地目が農地である用地

用地の地目が農地の場合は、農地の転用手続が必要になりますので、横浜市農業委員会

に事前にご相談ください。（区によって問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。） 

（１）用地確保の目途はあるのか。

（２）会館用地として、その場所は適当か。

課 題
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○鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・旭区・港北区・緑区・青葉区・都筑区の場合

【お問い合わせ先】横浜市中央農業委員会（948-2475）

○西区・中区・南区・港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区の場合

【お問い合わせ先】横浜市南西部農業委員会（866-8495）

⑥ 建築協定締結区域内の用地

建築協定が結ばれた区域内に用地がある場合は、協定書をよく確認してください。

建築協定により、区域内に会館を建設できない場合があり、会館を建設するには建築協

定の変更が必要なため、協定を結んでいる方との合意が必要です。 

建築協定については、区役所区政推進課企画調整係にご相談ください。 

⑦ 用地隣接居住者への説明

その用地に隣接して居宅がある場合は、あらかじめ、居住者に対して会館の建設計画が

ある旨を説明したうえ、理解を得ておきましょう。 

  特に、市有地を利用する場合、隣接居住者から苦情・貸付（建設）反対の動きがあると、

市有地の貸付ができない場合があります。 
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５ 会館建設工事請負業者の選定、留意事項について 

入札または見積合わせ参加業者の選定基準は、会館建設前年度の総会で承認を得るようにし

ます。 

《具体的な留意事項》 

① 業者の選定

業者の選定にあたっては、会員から不信感を抱かれないように、公明正大な業者選定が

必要です。そのためには、業者選定方法として入札または見積合わせによる選定となるこ

とや、見積合わせ参加業者の選定について、総会であらかじめ決めておきましょう。なお、

横浜市の補助を受ける場合は、複数の市内事業者による入札または見積合わせを行い、最

も安価な金額を提示した業者が工事請負業者となります。選定された業者が市内事業者

であっても、入札や見積合わせを行った他の業者が市内事業者でない場合は、補助を受け

られなくなります。 

【市内事業者（※注）からの入札等による選定 】 

  （補助要綱第８条第５項） 

補助対象経費 100万円～1,000万円未満  ２者以上の見積合わせ 

1,000万円～5,000万円未満 ３者以上の見積合わせ又は５者以上の入札 

5,000万円以上 ５者以上の見積合わせ又は８者以上の入札 

※注 市内事業者とは、次のいずれかに該当する事業者です。

◎ 横浜市一般競争入札有資格者名簿における所在地区分が市内である者

◎ 登記簿の本店（又は主たる事務所の所在地）が市内で登記している者

◎ 主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記していない団体

市内に店舗や事務所等があっても該当しない場合（支店など）がありますので、ご注意くだ

さい。（市内事業者であるかどうかの確認方法については P32をご参照ください） 

 なお、業者選定の経過や理由については、議事録に明記されるか、入札または見積合わ

せのてん末書を作成してください。 

  また、建築基準法に基づく確認申請や検査以外に、適正な補助金の支出のため、横浜市

独自の、建築費の審査制度があります。このため、審査に必要な書類等の提出や現場検査

への立会い等が必要なことをあらかじめ業者に伝えておいてください。 

② 建設業許可の確認

工事請負業者は建設業許可を受けた業者でないと補助は受けられません。補助申請時

に業者から建設業許可の証明(写し)を提出いただく必要があります。 

③ 業者選定・工事請負契約の時期（重要）

総会で取り決めた選定方法により入札または見積合わせを行い、その結果に基づき業

者を決定し、横浜市に対して会館建設費用の補助申請をします。補助要綱上、業者との工

事請負契約締結及び建設工事の着工については、補助申請後、会館整備費の補助決定通

知書を受領した後に行ってください。 

（１） 業者選定の方法

（２） 特別代理人の選任

（３） 工事請負契約

課 題

ご注意く

ださい！
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④ 工事代金の支払

工事完了後、区役所へ整備完了報告書を提出しますが、工事代金を業者へ支払ったこと

がわかる領収書の添付が必要となります。横浜市からの補助金の交付は、原則として整備

完了報告後に行う横浜市の完了検査を受けた後になりますが、完了前に補助金を受け取

ることができる「前金払い」を補助申請時に選択することができます。また、横浜市との

協定に基づく民間金融機関の融資を受ける場合には、補助決定後に融資手続及び金銭消

費貸借契約締結を行い、融資金を受領することになります。 

⑤ 特別代理人による契約

業者を選定する際に、自治会町内会の代表者と業者が同一人になってしまう場合は、自

治会町内会は特別代理人を選任して契約締結してください。 

《ここで、ご注意！！  PART３ 補助金交付時期の特例》 
会館が完成し建築基準法に基づく検査を受けられた後に、業者からの請求を受け、工事代金を支払った上で

補助金の整備完了報告を区役所へ行います。その際、領収書の添付が必要になるため、一時的に自治会町内会

で工事代金を負担することが困難な場合は、補助申請時に補助金の前金払いを選択することができます。ただ

し、整備完了報告後の完了検査等により最終的な補助金額を確定するため、交付した補助金に余剰分がある場

合は、返還をしていただきます。 

【参考】会館建設工事請負業者の留意事項について 
補助金が支出される会館工事の審査制度

会館建設にあたって横浜市の補助金を受ける場合には、建築基準法に基づく確認申請や検査

等のほかに、補助金の適正な支出のため、市の自治会町内会館整備費審査委員会による審査等を

受けていただきます。 

◎ 横浜市自治会町内会館整備費審査委員会による審査・完了検査

・建築確認申請後、区の補助決定の前提として、見積書等整備費の内容審査を行います。

・整備工事終了後の建築基準法に基づく検査後に、現地で審査委員による完了検査を

行います。

 審査委員会による審査等については、建築基準法に基づく確認申請や検査に必要な書類の他

に、審査に必要な書類の提出を求めることがありますので、業者選定の段階で、事前にその旨を

選定候補の業者にお話しください。（原則として、審査に必要な書類はすべて揃えていただきま

す。） 

また、事前相談の段階で、補助金という公金が支払われる会館の工事であることをお伝えし、

自治会町内会が行う補助申請等への協力について十分理解が得られる業者を選定してください。 

具体的には、次のような場合に注意が必要です。 

（１） 見積書･仕様書などは、工事費用の内訳（内容や数量など）及びその積算が確認でき

るように、業者に作成を依頼してください。

（可能な限り「一式」と表記しないようにしてください。）

（２） 申請後に工事に変更が生じた場合は、図面や見積書などの再提出が必要になります。 

※変更が生じた場合は、変更工事着工前に必ず区役所にご相談ください。

ＱＡ：Ｂ-８参照
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（３） 工事完了後、建築基準法に基づく検査が終了してから、審査委員会による完了

検査を行います。完了検査当日は、業者にも立ち会いをお願いします。

《他の留意事項》

自治会町内会が提出した文書はすべて、公文書になります。 

 ＱＡ：Ｂ-７参照 

６ 会館建設会計の明瞭化について 

会館建設費用の会計処理は、その費用の流れを明確にしておきましょう。 

《具体的な留意事項》 

① 特別会計の設定

会館建設に関する費用の流れを明確にするため、専用の会館建設会計を特別会計とし

て設定し、専用口座を開設します。 

② 監査機関の設置

総会などで会館建設会計の報告をする際には、事前に会計監査を実施し、その結果を監

査から報告しましょう。 

③ 会館建設会計の報告

工事完了後、直近の総会で、速やかに会館建設決算報告（領収書等添付）並びに監査報

告を行い、会員に報告と説明を行います。 

なお、区役所地域振興課にも、総会での決算報告書や関係資料を提出いただきます。 

（１）特別会計の設定

（２）監査機関の設置

（３）会館建設会計の報告

課 題
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７ 会館の建設について 

《具体的な留意事項》 

① 建設工事着工の時期

会館整備費の補助決定通知書を受領した後に着工となります。

② 隣接居住者への協力要請

総会の議決を理由に、隣接居住者の声を聞かず強引に建設を推し進めないようにして

ください。また、建設中だけではなく、その後も集会施設として常時使用されるため、隣

接の居住者の方へは建設計画（工期・規模・構造等）を十分に説明したうえで、建設への

理解と協力を求めるようにします。 

隣接居住者の意見や要望は、町内会館（集会施設）利用規約などに反映させるようにし

ます。 

③ 建設計画の変更

会館建設は、建設途中での設計変更や現場の状況や業者の都合、天候などによって、当

初の計画どおりに進まない場合があります。 

 総会の議決と異なる状況が生じた場合、設計変更の事由や進行状況も含めて、その旨を

会員に対して周知・説明し、了解を得るようにします。 

 設計変更の内容によっては、新たに経費の支出を伴う（会員の負担増）など、会員に対

して説明を要する場合があります。また、追加の工事契約の締結が必要となってくる 

場合もあります。 

 

★工事の変更が生じた場合は、補助申請の変更手続きやその審査が必要な場合もありますので、

必ずその変更工事契約締結前に、区役所地域振興課へご相談ください。

補助申請の変更手続きを行わずに工事の変更や追加工事をされた場合には、当該工事部分に

対する補助や変更前の補助予定金額の増額はできません。

④ 会員への広報

建設の進行状況を、適宜会員に周知しましょう。

★準備の段階から完成までの工事現場の写真等や、打合せ･広報の記録を作成してください。

（１）建設工事着工の時期

（２）隣接居住者の方への協力要請

（３）建設設計の変更

（４）会員への広報

課 題

ご注意ください！ 

建設済みの町内会からのワンポイントアドバイス 

「工事の経過を撮影し、回覧板でお知らせして、関心をもってもらいました」 
  「最近新築した他の町内会館を見学し、会長さんに話を聞いた」 
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８ しゅん工後について 

会館完成後の管理運営や会館の所有権保存登記など、方針や管理運営規定を事前に総会に諮

り決めておきましょう。 

  会館建設費の会計報告は、完成後速やかに広報などで収支報告などを行い、直近の総会で、最

終の会館建設決算報告及び監査報告をしましょう。 

また、補助を受けた会館は、その利用状況を定期的に区役所地域振興課に報告いただきます。 

《具体的な留意事項》 

① 会館の管理運営

会館の管理運営についても、会員相互で十分話し合い、その意見を反映させたうえで、

町内会館（集会施設）利用規約（会館利用規約）等を定めるようにします。（補助金申請

の際に、添付資料としてご提出いただきます。） 

② 隣接居住者の方への配慮

隣接の居住者の方へは十分な理解と協力を要請し、あらかじめ了解を得ておきます。騒

音、プライバシー、車での来館などで迷惑がかからないよう 

あらかじめ協議しておき、会館の管理運営上の配慮をすることが大切です。 

③ 会館建設費の会計報告

総会等で会員に対して最終の会館建設決算報告（領収書等添付）及び監査報告をします。 

④ 会館の所有権保存登記

あらかじめ総会で決めた方針で所有権保存登記を行います。

※会館の建設をした場合、不動産登記法により表題登記をすることが義務付けられて

います。

⑤ 会館の利用状況の報告

補助を受けた翌年度から10年間、３年ごとに会館の利用状況を、区役所地域振興課に報

告いただきます。（報告いただく年度に、区役所より報告書の作成を依頼します） 

⑥ 建物の一部を購入する場合は、法人格の取得や建物の登記簿謄本の提出が必要です。事

前に区役所地域振興課にご相談ください。

（１）会館の管理運営

（２）隣接居住者への配慮

（３）会館建設費の会計報告

（４）会館の所有権保存登記

（５）会館の利用状況の報告

課 題
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Ⅲ 横浜市の補助・融資手続について 

１ 補助申請手続 
※補助申請の際の提出書類については、以下のページをご覧下さい。

【資料４】会館補助関係提出書類一覧表（P54～56） 

【資料５】その他区長から求める資料（補助申請・変更申請添付資料）（P57） 

（１）補助の決定【工事請負契約･着工前】

区長は、自治会町内会から提出された補助申請書を基に整備に要する経費の内容等を審

査（※注１）したうえで補助の可否を決定します。 

審査の過程で、審査書類の内容について詳細の確認や、建築基準法に定める確認申請に必

要な書類以外の図面、仕様書、見積書の内容について確認するための資料の提出を求めるこ

とがあります。そのため、業者選定の際にはこの点に関してもあらかじめ理解していただけ

るようご説明をお願いします。 

※注１ 新築、増築（補助予定額が250万円を超えるもの）及び耐震補強工事は、市民局及び建築

局の職員から構成される審査委員会により審査を実施します。 

（２）補助金交付額の決定【しゅん工･工事終了後】

区長は、自治会町内会から提出された整備完了報告書を受理した後、年度内に完了検査

（※注２）及び審査を行い、補助金交付額を決定します。 

※注２ 現地で完了検査を行います。なお、注１の審査委員会が審査を行った整備工事は原則と

して審査委員会が検査を行い、それ以外の工事は区が検査を行います。 

（３）補助金の交付【支払】

補助金は、区から補助金交付額決定通知を受領した後、自治会町内会が補助金請求書を区

に提出いただくことにより支払われます。 

《ここで、ご注意！！  PART４ 補助金は税金です》 
会館に対する補助金の申請手続は、要綱や要領で規定されています。 

また、補助金申請のために市に提出される書類は、市の公文書として基本的に開示請求の対象になります。

補助を受けて建設・整備された会館は、建築後も常に補助要綱に反する利用がなされないよう、また利用規約

に基づき民主的で適切な利用がなされるよう管理してください。 

２ 融資手続 
会館建設･整備のために、横浜市との協定に基づく民間金融機関の融資を希望される場合に

は、事前に区役所地域振興課にご相談ください。 

なお、融資制度を利用するには法人格の取得が必要です。法人格の取得手続きについては、

補助の申請をする前に、区役所地域振興課にご相談ください。 

横浜市との協定に基づく民間金融機関の融資制度については、「自治会町内会館整備の 

ための補助制度等のご案内」（Ａ３二つ折りパンフレット）をご覧ください。 

（１）融資の申込【補助申請とは別に申込が必要です】

横浜市との協定に基づき融資を実施している民間金融機関に申し込みます。

(ｱ) 株式会社 横浜銀行

(ｲ) 横浜信用金庫

(ｳ) 株式会社 神奈川銀行
※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社神奈川銀行です。
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（２）融資の申込方法

(ｱ) 融資の申込は、法人化した自治会町内会の代表者が、金融機関に対して行います。

(ｲ) 融資を申し込む時期は、会館に対する補助決定を受けた後になります。

なお、融資手続や必要な書類などについて、あらかじめ融資の申込を予定されている

金融機関にご相談ください。 

《ここで、ご注意！！  PART５ 融資を受けることに伴う責任》 
会館に対する融資を受けることは、最長１０年もの返済義務を負うことになります。 

融資の申込資格を、法人化した自治会町内会に限定しているのは、会長ではなく団体が返済義務を継承する

ことが望ましいという趣旨です。 

なお、補助金を受けた会館を担保に供することは、補助要綱で禁止されています。 

この融資制度は無担保で融資を受けることができます。 
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Ⅳ 特別な会館 

１ 複数の自治会町内会による共同建設（補助限度額の特例） 
  複数の自治会町内会が共同で会館の新築を行う場合に、各自治会町内会の工事費の負担割

合に応じた補助金をそれぞれに交付することができる制度です。 

補助限度額は、１平方メートル当たりの補助額（125,000円）に延べ床面積を乗じた額で、

１町内会当たり1,500万円までとなります。各会の負担割合に応じた金額を補助します。 

   ただし、特殊基礎工事・エレベーター設置工事費に対する別枠補助や外構工事費に対する

補助上限額及び面積当たりの補助単価上限額については特例の適用はありません。 

また、増築・耐震補強工事・修繕についての特例はなく、通常の補助限度額になります。 

負担額や建設地など十分に調整し、各会の会員の理解が得られるように進めましょう。 

① 建設委員会等専門委員会の設置

各自治会町内会の代表者などで構成される建設委員会や専門委員会を設置するなど、建

設計画の立案や運営について、それぞれの自治会町内会の意見を反映し、民主的な手続きで

会館建設計画が進められるようにしてください。 

 なお、立案や運営を建設委員会等で行う場合は、その旨を各自治会町内会の総会で承認を

得てから進めてください。建設計画案やその進捗状況は資料を作成し、各自治会町内会の総

会などで説明を行い、会員に情報を公開していくことが大切です。 

② 建設経費の負担

各自治会町内会が負担する建設経費については、それぞれの自治会町内会の実情に配慮

した負担となるよう、十分に調整を行い文書で明文化し、各自治会町内会の総会で承認を得

てください。 

③ 会館の管理運営

複数の自治会町内会の会員が利用するので、管理運営面の取り決めや管理運営経費の分

担を相互に十分に話し合い、町内会館（集会施設）利用規約を定めましょう。また、維持管

理等、日常の管理責任者を明確にするため、管理運営委員会などを設置しましょう。 

２ 地区連合町内会館を整備する場合の手続 
地区連合町内会館を整備する場合の手続についても、この手引きに準じて進めてください。 

建設委員会等の設置、各自治会町内会の建設経費の負担金や会館の管理運営などの手続に

ついては、「１ 複数の自治会町内会による共同建設」を参考にしてください。 

なお、会としての意思決定は、会則や規約の定めに基づき、総会（会員全員）で行いますが、

会則や規約の定めで会員全員の意思決定の場がない場合は、例えば、各単位自治会町内会の

総会での意思決定を受けた後、その決定をもとに地区連合町内会として意思決定するといっ

た方法なども考えられます。 

トラブルを未然に防ぐためにも、地区連合町内会の会員に十分に周知し、その総意を得てい

ただくことが大切です。 

３ 区分所有者の団体の管理する集会所（P29も併せてご覧ください） 
マンションの管理組合が管理する集会室の修繕工事などで、自治会町内会がその費用の

全部又は一部を負担する場合の補助金の交付については、管理組合の承諾や経費負担を確

認するために管理組合の総会資料、予算･決算書などの提出が別途必要になりますので、管

理組合との協議を十分に行った上で、事前に区役所地域振興課にご相談ください。 
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Ａ 補助対象（Ｐ２６～）

Ａ－１ 補助対象となる会館とは、どのようなものでしょうか。 
Ａ－２ 整備の種類にはどのようなものがありますか。 
Ａ－３ 建築確認はどのような場合に必要ですか。 
Ａ－４ 補助対象になる工事費用にはどのようなものがありますか。 
Ａ－５ 補助対象にならない費用はどのようなものがありますか。 
Ａ－６ 会館の看板について、決められていることはありますか。 
Ａ－７ 補助を受けた後、５年間は補助を受けることができないのですか。 
Ａ－８ 一つの町内会で複数の会館を所有している場合は、補助を受けられますか。また、既に 

会館を所有している場合、新たに会館を建設し補助を受けることはできますか。 
Ａ－９ 財産の処分の制限とはどんなことですか。 
Ａ－10 住宅管理組合管理の集会室で補助対象になるのは、どんな場合ですか。（特例） 
Ａ－11 年度末までに完成しないと補助は受けられないのですか。 
Ａ－12 耐震補強工事とはどのようなものですか。 
Ａ－13  太陽光発電設備の導入を検討していますが、電気設備として補助対象になりますか。 

Ｂ 補助制度の手続（Ｐ３１～）

Ｂ－１ 会館整備費補助制度がわかる資料にはどういうものがあるのですか。 
Ｂ－２ 会館整備費補助を受ける自治会町内会が、会計上特に求められる手続にはどのよう 

なものがありますか。 
Ｂ－３ 総会の議事録が必要なのはなぜですか。 
Ｂ－４ 総会の議事録以外に建設検討についての経過がわかる資料が必要なのはなぜですか。 
Ｂ－５ 業者（工事請負業者等）が市内事業者であることをどのように確認するのですか。 

 Ｂ－６ 見積合わせで最も安価な金額を提示した市内事業者以外と契約することはできますか。 
Ｂ－７ 会館の建設費の補助申請に必要な書類は、公開されるのですか。 
Ｂ－８ 補助決定後、補助変更申請が必要になる場合はどうしたらいいですか。 

Ｃ 補助金額の決定（Ｐ３３～）

Ｃ－１ 補助率が２分の１ということは、工事金額の２分の１が補助金額ということですか。 
Ｃ－２ 新築補助の際、面積当たりの補助単価制度があるのはなぜですか。 
Ｃ－３ 新築補助の際、面積当たりの補助単価制度による補助額の算定はどうするのですか。 
Ｃ－４ 面積当たりの補助単価上限額（125,000 円／㎡）積算の根拠は、どういうものですか。 
Ｃ－５ 補助対象工事と補助対象外工事が混在している場合、全体にかかる経費や値引き分 

などは、どう算定するのですか。 
Ｃ－６ 耐震補強工事と一緒に増築や修繕を行うなど、複数の工事を行う場合の補助金は 

どうなりますか。 

Ｄ 会館の利用方法・規約（Ｐ３４～）

Ｄ－１ 利用規約を制定する理由はなぜですか。 
Ｄ－２ 利用規約を制定する方法と時期について、気を付けることはありますか。 
Ｄ－３ 会館の利用規約にはどのような内容が規定されている必要がありますか。 
Ｄ－４ 会館を、会の活動以外の団体に貸すことは要綱に反するのですか。 
Ｄ－５ 特例が承認される活動はどのようなものですか。 
Ｄ－６ 会館の利用料を徴収することに問題はありませんか。 

Ｅ 融資制度（Ｐ３５～）

Ｅ－１ なぜ地縁による団体の認可を受けて、法人格を取得することが必要なのですか。 
Ｅ－２ 融資の手続はどうすればよいのですか。 
Ｅ－３ 融資利率はどうなっていますか。 
Ｅ－４ すでに融資を受けている団体が、全額繰り上げ返済をし、法人化して借り換えを受け 

ることができますか。 
Ｅ－５ 法人化して融資を受けることは、自治会町内会にどのようなメリットがあるのですか。 
Ｅ－６ 法人化の手続はどうすればよいのですか。 
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Ｆ 外構工事（Ｐ３７～）

Ｆ－１ 補助の対象となる外構工事とは、どのようなものですか。 
Ｆ－２ ブロック塀の工事など外構工事だけの工事でも補助対象となりますか。 
Ｆ－３ 外構工事の補助限度額は、どうなりますか。また、どのように計算するのですか。 

Ｇ 修繕工事・バリアフリー工事（Ｐ３８～）

Ｇ－１ 修繕とは、具体的にどういうものですか。 
Ｇ－２ 補助対象になるバリアフリー工事には、どのようなものがありますか。 
Ｇ－３ バリアフリー工事だけでも補助の対象になりますか。 

Ｈ 特殊基礎工事（Ｐ３９～）

Ｈ－１ 特殊基礎工事とは、どのようなものですか。 
Ｈ－２ 特殊基礎工事が必要な場合の、補助申請手続はどうすればよいのですか。 
Ｈ－３ 補助対象になる特殊基礎工事かどうかの認定は、どう行われるのですか。 
Ｈ－４ 特殊基礎工事の補助額の算出方法を教えてください。 
Ｈ－５ 工事終了時の完了検査で、特殊基礎工事についてはどのように審査するのですか。 
Ｈ－６ 地盤改良のための地盤改良材の使用や、人工地盤も特殊基礎工事として（別枠での） 

補助対象となるのですか。 
Ｈ－７ 複数団体により建設される会館において、特殊基礎工事の補助額の算定はどのように 

なるのですか。 
Ｈ－８ 現在古い建物が建っているので、提出する地質データは近隣の土地のデータでよいで 

すか。 

Ｉ 購入（Ｐ４０～）

Ｉ－１ マンションなど建物の１室を購入する場合は、補助の対象となりますか。
Ｉ－２ マンションなどの建物の１室を自治会町内会が購入する場合に、補助の対象となる経

費はなんですか。 
Ｉ－３ マンションの１室を購入する場合は、自治会町内会が区分所有者となるのですか。
Ｉ－４ 土地付き１戸建てを会館として購入する場合に、補助の対象となる経費は何ですか。 
Ｉ－５ 購入の場合は、審査委員会の審査がありますか。 

Ｊ 他団体との合同の会館（Ｐ４１～）

Ｊ－１ 複数の自治会町内会が新築する会館において、補助金の特例はありますか。 
また、増築・耐震補強工事・修繕などの場合は、補助金の特例はありますか。 

Ｊ－２ 複数の町内会と合同で建設される会館において、どのような手続が必要ですか。 
Ｊ－３ 町内会以外の団体と合同で建設する会館は補助対象になりますか。 

Ｋ 審査委員会（Ｐ４２～）

Ｋ－１ 審査委員会はどのような制度ですか。 
Ｋ－２ すべての補助申請のあった工事に、審査が行われるのですか。 
Ｋ－３ 会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（補助申請時） 
Ｋ－４ 会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（整備完了時） 
Ｋ－５ 工事内容に変更があった場合は、審査委員会の再審査が必要ですか。 
Ｋ－６ 審査に必要な書類を請負業者が作成できないと言ってきた場合、どのように対応すれ 

ばいいのですか。 
Ｋ－７ 購入の場合は、審査はあるのですか。 
Ｋ－８ 正式に補助申請を行って審査を受ける前に、相談や調整は可能なのですか。 
Ｋ－９ 審査の結果、不適当（費用が高すぎる）と判断された場合どのように対応すればいい 

のですか。資金計画等に影響が出るが、どのようにすれば良いのですか。 
Ｋ－10 審査委員会で指摘される点はどういうことですか。 

ご注意：よくあるお問い合わせへの一般的な説明をまとめたものです。

ご不明な点や具体的な問題については、区役所地域振興課へ

お問い合わせください。 

25 令和６年４月



Ａ 補助対象

Ａ－１ 補助対象となる会館とは、どのようなものでしょうか。 

自治会町内会が所有し、自治会町内会活動及び共助による減災に向けた取組の拠点として管

理し利用する施設で、次のいずれにも該当する会館が対象となります。 

① 自治会町内会が整備・所有し、運営・利用され、かつ、補助を受けた会館が他にないこと

② 集会が可能な会議室・玄関・台所(湯沸かし室)・トイレを備えていること

③ 建築基準法その他の法令、横浜市自治会町内会館整備補助要綱に適合していること

④ 会館の整備に対して、総会の議決等による自治会町内会の意思決定があること

⑤ 会館の利用規約等が整備されていること

⑥ 要綱に定める業者数以上の市内事業者（※）による入札又は見積合わせにより業者選定を

行っていること（入札または見積合わせを依頼する業者は建設業の許可を受けていること） 

※注 市内に店舗や事務所等があっても、市内事業者に該当しない場合（支店など）があり

ます。市内事業者であるかどうかの確認方法については、Ｂ－５をご参照下さい。 

⑦ 補助対象経費が 100 万円以上の整備であること

なお、次のような施設は、補助対象となりません。 

① 自治会町内会が維持管理をしていても、建物の所有者が自治会町内会ではないもの

② 有償・無償を問わず、自治会町内会が借り受けている建物

③ 倉庫として使われている建物、社務所と併設している会館など

Ａ－２ 整備の種類にはどのようなものがありますか。 

種類 補助率 補助限度額 内容 

新築・購入 2 分の 1 

1 ㎡当たり 

125,000 円 

かつ 

1,500 万円 

新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤

去して新たに建物を建築すること 

特殊基礎 

工事費 
2 分の 1 300 万円 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事 

ｴ ﾚ ﾍ ﾞ ｰ ﾀ ｰ

設置工事費
2 分の 1 300 万円 エレベーター設置に伴う工事費

増築 2 分の 1 630 万円 既にある建物の床面積を増加させる工事 

耐震補強工事 2 分の 1 380 万円 

耐震診断※に基づいて行う工事 

※会館整備費補助要綱に基づいた耐震診断

（耐震診断の費用は自費となります） 

修繕 2 分の 1 250 万円 

既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、

模様替え等のために行う工事（機器及び器具の購

入のみは含まない） 

※風水害等の自然災害により緊急で修繕が必要になった

場合は、各区役所地域振興課へご相談ください。
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※ 外構工事は、整備の種類ごとの補助限度額以内で、100 万円を限度に外構工事に要する経費

の 2 分の 1 を補助します。（新築・購入の場合、1 ㎡当たりの補助限度額とは別に補助します。） 

Ａ－３ 建築確認はどのような場合に必要ですか。 

建築確認は、新築の場合はもちろん、増築でも必要な場合があります。面積 10 ㎡未満の増築

では建築確認は必要ないとされていますが（建築基準法第６条第１項）、防火地域及び準防火地

域ではこの限りではなく（建築基準法第６条第２項）、手続きが必要となります。このため、工

事の計画段階で建築確認や建築基準法関連法規に関するその他の手続きが必要かどうかについ

て、事前に建築局情報相談課（671-4503）にご相談ください。 

なお、横浜市内の各地域における、都市計画決定や建築基準法等の制限内容などの具体的な情

報は、横浜市ホームページでご覧いただけます。 

＜「横浜市行政地図情報システム」（ｉ-マッピー（まちづくり地図情報））＞ 

  http://wwwm.city.yokohama.lg.jp/ 

※「ｉ-マッピー（まちづくり地図情報）」を選択し、利用規約をお読みいただいたうえで、

「同意する」を選択してください。

【参考】建築確認が必要な場合 

※横浜市は全て都市計画区域内ですので、以下の３項目以外及び 10 ㎡以上の増築は必ず

建築確認申請が必要となります。なお、10 ㎡以下の増築であっても、防火地域及び準防

火地域の場合は増築すべてに建築確認申請が必要です。

建築基準法第６条第１項 

（１）特殊建築物で、200 ㎡を超えるもの

（２）木造で３階以上か、500 ㎡超、高さが 13m 若しくは軒の高さが９m 超

（３）木造以外で２階以上か、200 ㎡超

（４）１～３号以外で都市計画区域内等（横浜市は全て都市計画区域内です。）

Ａ－４ 補助対象になる工事費用にはどのようなものがありますか。 

① 建築工事費 ② 電気設備工事費

③ 給排水・衛生・ガス設備工事費 ④ 空調設備工事費

⑤ 外構工事費 ⑥ 特殊基礎工事費 ⑦ エレベーター設置工事費

⑧ 倉庫工事費（別棟倉庫は不可） ⑨ 会館名称板 ⑩ 消費税

注意１：⑥・⑦は、新築時に限り、別枠の補助があります。 

注意２：補助対象になる経費でも、補助変更申請手続きをせずに変更工事を行った場合には補

助対象外となります。工事の変更がある場合は変更部分の工事に着手（契約締結）す

る前に、必ず区役所にご相談ください。 
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コミュニティーハウス○○

△△自治会会館
□□公園集会所

Ａ－５ 補助対象にならない費用はどのようなものがありますか 

A-4 の対象経費以外は補助対象になりません（外構工事は例外）。

主なものは、次のような工事費や経費です。 

① 土地に関する経費

土地の買収・借用経費、整地・造成費用、地質調査費、耐震診断にかかる経費

② 設計料・設計監理料

③ 造園・植栽工事

④ 駐車場・駐輪場設置費

⑤ 擁壁工事費

⑥ 同一建物内で、会館以外の用途に用いられる部分の工事費

例：管理人居室・貸し会議室

⑦ 建物内の倉庫で、神社等所有の御輿占用部分や消防団倉庫（※注）

⑧ 会館と別棟の倉庫・物置

⑨ 家具類、電気用品等の備品（設備工事に含まれる冷暖房機器を除く）

⑩ 消火器・カーテン（カーテンレール設置、カーテンボックス工事は対象）

⑪ 新築の場合で、既存の建築物（建物・フェンス）の解体工事費・移設費

⑫ 不動産取得契約・登記手続きに関する費用

※注 平成 20 年度以降新たに建設する消防団倉庫は、横浜市が市費で市有地に建設する取扱いとなっ
たため、自治会町内会館と消防団倉庫を同じ建物に建設することはできません。 
消防団倉庫が併設されている会館を修繕（建物の全体に係る外壁塗装や屋根塗装等）する場合、 
整備に係る費用を床面積で按分し、対象経費を算出します。 

Ａ－６ 会館の看板について、決められていることはありますか。 

補助を受けた自治会町内会とその会館であることを明らかにしていただくため、必ず入口に

看板を掲示してください（会館の入口に恒常的に必要な看板の設置に関する経費は、補助対象

です）。 

また、整備完了報告の際に提出していただく完成写真には、看板が確認できるものを含めて 

ください。 

 なお、会館の名称は、会の総意で決定したものであれば特に決まりはありませんが、自治会 

町内会名以外の名称にされる場合は、看板に自治会町内会名を併せて記載してください。 

※ただし、公園集会所の場合は、設置要綱に基づき、特定の団体の施設と誤解されない名称とする

必要があります。各区土木事務所に事前にご相談いただくよう、お願いします。 

Ａ－７ 補助を受けた後、５年間は補助を受けることができないのですか。 

補助要綱第９条で、修繕を除く整備は、補助を受けてから５年間は補助を受けることができ

例：会館の場合 例：公園集会所の場合 
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ないこととなっています。ただし、特別な理由がある場合（災害等不可抗力で、会館が滅失・

毀損など）は、補助申請ができます。（「予算の範囲内」（補助要綱第４条）という要件があり

ます） 

Ａ－８ 一つの町内会で複数の会館を所有している場合は、補助を受けられますか。また、既に 

会館を所有している場合、新たに会館を建設し補助を受けることはできますか。 

補助対象となる会館は一か所となります。 

補助金を受けて整備された会館が他にある場合は、（他に所有している会館や二館目以降の

会館建設に対する）補助は受けられません。 

ただし、既存の会館が補助を受けておらず、新たに会館を整備する場合、処分制限期間を経

過している場合（要綱第 10 条）、補助金の返還を行っている場合などは補助を受けることがで

きます。 

また、土地の明け渡しを求められる場合や、会員数の大幅な増加など、やむを得ないと判断

される場合には、既に交付している補助金の返還を前提に、新しく整備する会館についても補

助を受けられる場合もあります。 

補助金という公金を受けた自治会町内会が、再度新築等を行う場合は、補助金の補助要綱の

趣旨をふまえ、相当の理由と慎重な検討が必要となります。 

Ａ－９ 財産の処分の制限とはどんなことですか。 

補助を受けて整備した建物は、次の期間財産の処分（解体、譲渡、交換、貸付）が制限され

ます。（補助金を返還した場合はこの限りではありません。）

（１）新築、購入、増築及び耐震補強工事

ア 鉄筋コンクリート造のもの  50 年 

イ 鉄骨造のもの  30 年 

ウ 木造のもの  24 年 

（２）修繕

建物の構造にかかわらず 10 年

（修繕以外の整備と複合して行う場合は、（１）のとおりとなります。）

Ａ－10 住宅管理組合管理の集会室で補助対象になるのは、どんな場合ですか。（特例） 

分譲集合住宅などで、 

① 入居者の大半が自治会町内会の会員で、かつ、集会室の区分所有者であり、自治会

町内会と区分所有者の団体（管理組合など）の構成員がほぼ同一である

② 集会室を自治会町内会活動に利用している

③ 自治会町内会が整備費を負担して整備する

以上の要件をすべて満たす場合に、自治会町内会の所有に限るということの特例として、 

補助対象となる会館とみなし、整備費を補助します。 
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30 令和６年４月 

この場合は、自治会町内会が行う集会所の工事についての区分所有者の承認及び経費の負担に

ついての確認が必要ですので、管理組合などの総会の議事録・予算書・決算書などを提出して 

いただきます。 

ただし、補助の対象となるのは自治会町内会が実際に負担する工事費のみです。工事の前後

に管理組合などから寄付を受け、実質的に負担しない工事費は補助の対象となりません。 

Ａ－11 年度末までに完成しないと補助は受けられないのですか。 

市の補助金は、会館の竣工（整備終了）後に補助額の決定を行うものであり、翌年度に 

繰り越しはできません。必ず、年度内の完成及び完了検査を受けていただくよう、お願いしま

す。 

工事計画やその進捗状況などは、区役所地域振興課と常にご連絡・ご相談をしていただくよ

うにお願いします。 

Ａ－12 耐震補強工事とはどのようなものですか。 

耐震診断（※）を実施し、その結果に基づいて行う工事を耐震補強工事としています。耐震

補強工事を行う場合、次の書類をご提出いただき、審査委員会で工事内容の審査を行います。 

※要綱第２条第２項第 14 号の要件を満たした耐震診断

①耐震診断結果報告書

②耐震補強工事計画書など、以下の事項が確認できる資料

・木造の場合：耐震補強工事後、上部構造評定点が 1.0 以上になること

・鉄骨造・鉄筋コンクリート造の場合：耐震補強工事後、構造耐震指標が 0.6 以上になること

※耐震診断にかかる経費は会館の整備費補助事業では補助対象外ですが、地域活動推進費の補

助対象経費に含めることができます。 

Ａ－13 太陽光発電設備の導入を検討していますが、電気設備として補助対象になりますか。 

 太陽光発電設備の導入は、電気設備工事の範囲で補助対象となります。再生可能エネルギー

の活用や温室効果ガスの抑制は、脱炭素化に向け、大変意義のある取組です。ただし、国の「再

生可能エネルギー固定価格買取制度」により、発電された電気を電力会社へ売電することがで

きるため、売電にかかる自治会町内会の収入については、法人税の課税対象となるかの確認を

所管の税務署へご確認ください。 

 なお、令和６年度については、自治会町内会館脱炭素化推進事業の実施中は、そちらの事業

も併せてご検討ください。 

自治会町内会館脱炭素化推進事業 

ご案内ホームページはこちらです⇒



Ｂ 補助制度の手続 

Ｂ－１ 会館整備費補助制度がわかる資料にはどういうものがあるのですか。 

区役所地域振興課で、リーフレットなどをお渡ししています。 

１ 資料 

『自治会町内会館整備のための補助制度等のご案内』（Ａ３二つ折りのリーフレット） 

  『会館建設・整備をスムーズに進めるために』→ この冊子です。 

２ 根拠規定 

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱（P61【資料７】） 

横浜市自治会町内会館整備費補助事務取扱要領（P83【資料８】） 

横浜市補助金等の交付に関する規則（P94【資料９】） 

＜横浜市市民局ホームページ＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/kaikan.html 

※横浜市との協定に基づく民間金融機関による融資制度については、融資を行っている

各金融機関へお問い合わせください。（E-2）

Ｂ－２ 会館整備費補助を受ける自治会町内会が、会計上特に求められる手続きにはどのよう

なものがありますか。 

会計を明確化するため、自治会町内会には、 

① 会館建設会計を特別会計とし、会館建設会計専用口座を開設すること。

② 会館建設会計を専門に監査する機関を設置し、通常の監査とは別に行うこと。

③ 会館竣工後の総会において決算報告及び決算監査報告を行うこと。

④ 集合住宅の場合、管理組合などの会計との明確な分離を行うこと。

などが求められます。 

なお、補助申請や完了報告、収支決算書提出時には区役所に通帳の写しを提出いただき、建

設・整備工事に係る資金の流れについて確認を行います。特に、工事請負業者への支出など本

市補助金に関わる部分については、必要に応じて詳細な資料等を求めることがあります。 

Ｂ－３ 総会の議事録が必要なのはなぜですか。 

会館は、自治会町内会の会員の総意に基づいて建設・整備いただくものであり、総会議事録

等の提出により団体としての意思決定の確認を行っています。 

議事録には、以下の内容などについても具体的に記入します。（補助要綱第８条第３項） 

①会館整備の可否 ②会館の所在地、規模及び構造 ③利用計画、利用規約

④建設費及び資金計画
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Ｂ－４ 総会の議事録以外に建設検討の経過がわかる資料が必要なのはなぜですか。 

時折、自治会町内会館整備に関するトラブルが見受けられます。 

これは、自治会町内会における会館建設・整備の意思決定や会館の利用方法の取り決め、資

金計画の策定、しゅん工後の決算報告の確認、建設・整備費用のチェックなどが十分でなかっ

たことが一因として考えられます。 

団体としての意思決定や資金の流れなどを明確にしていただくため、総会の議事録に加え、

建設・整備に関する具体的な検討経過のわかる資料を求め、意思決定の内容を確認し、交付後

の確認手続をより厳格に行っています。 

Ｂ－５ 業者（工事請負業者等）が市内事業者であることをどのように確認するのですか。 

横浜市の有資格者名簿に登載されている事業者であれば、横浜市のホームページ「入札のと

びら」の有資格者名簿で「所在地区分」が「市内」となっています。証する書類としては、当

該事業者の部分を印刷したもので確認します。 

また、有資格者名簿に登載されていない事業者の場合は、国税庁の法人番号公表サイト

（https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/）における当該事業者のページで、本店や主たる事

業所の所在地が市内であるかを確認します。この場合は、「本店又は主たる事務所の所在地」

の記載がある部分を印刷したものを提出いただきます。 

市内事業者とは、市内に本社がある事業者です。事業者（工事請負業者等）が市内事業者に

該当しない場合は補助金を受けることができません。 

※業者選定の際の入札及び見積合わせにおいても、全ての事業者が市内事業者であることが

必要です。 

Ｂ－６ 見積合わせで最も安価な金額を提示した市内事業者以外と契約することはできますか。 

できません。 

地方自治法第２条第 14 項には「最少の経費」、地方財政法第４条第１項には「最少の限度」

と規定されています。補助金は公金であることから、見積合わせで最少の（最も安価な）金額

を提示した市内事業者が契約の相手方となります。 

Ｂ－７ 会館の建設費の補助申請に必要な書類は、公開されるのですか。 

情報公開条例に基づく開示請求があった場合、開示の対象になります。 

なお、建設・整備計画やその進捗状況などについては、アンケートや説明会を実施し回覧や

広報誌で周知するだけではなく、建設・整備に関する書類はいつでも会員の方が閲覧できるよ

うにするなど、会員へ情報提供を十分に行うことが大切です。 

Ｂ－８ 補助決定後、補助変更申請が必要になる場合はどうしたらいいですか。 

補助決定後、やむを得ず工事内容に変更が生じる場合は、変更に伴う工事契約の締結及び変

更部分の工事着手前に、必ず区役所へご連絡ください。 
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原則として、補助決定後に生じた工事内容の変更については、事前の補助変更申請に基づく

補助予定額変更の通知を受けていない場合、全て補助の対象となりません。 

また、補助変更申請手続きについては、２週間から 1 か月程度必要になります。補助変更申

請手続きが必要かどうかの判断も含めて、必ず事前に区役所へご連絡をお願いします。（照明

やコンセントの設置位置の変更など、軽微な変更かつ金額に変更がない場合は、補助変更申請

の必要はありません。） 

※審査委員会（Ｋ－５）をご参照ください。

Ｃ 補助金額の決定 

Ｃ－１ 補助率が２分の１ということは、工事金額の２分の１が補助金額ということですか。 

提出いただいた見積書などを審査して、補助対象外となる工事費を除いた補助対象工事費

（消費税含む）の２分の１が補助予定金額となります。ただし、整備の種別ごとに定めている

補助限度額を超える場合は、補助限度額が補助予定金額となります。 

なお、補助金は１万円単位で、１万円未満は切り捨てます。 

Ｃ－２ 新築補助の際、面積当たりの補助単価制度があるのはなぜですか。 

新築に対する補助については、次の理由から、建設費用に対する補助限度額（1,500 万）の

ほか、面積当たりの補助単価についても上限を設定しています。（１㎡当たり 125,000 円） 

① 会館の規模・内容にかかわらず補助額を決定することが、不当に建設費を上げ、ひいては

不正を招く要素にもなりかねません。

② 建設費の高低は、団体間にアンバランスが生じる可能性があり、単価を設定することで、

団体間の公平性が図られます。

③ 単価設定は会館建設の仕様の目安となり、市民にとってわかりやすい補助制度となります。 

Ｃ－３ 新築補助の際、面積当たりの補助単価制度による補助額の算定はどうするのですか。 

新築工事の場合、①補助対象工事費から外構工事費、特殊基礎工事費を除いた費用（本体工

事部分の補助対象工事費）の２分の１と、②建築確認済証に記載されている延べ床面積に面積

当たりの補助単価上限額を掛けて算出した金額 とを比較して低い方を本体工事部分に対する

補助額とし、外構工事費、特殊基礎工事費に対する補助があればその金額を加えます。 

《例》建築確認済証記載の延床面積 100㎡  

本体工事部分の補助対象工事費 23,000,000 円…ア（うち外構工事費 1,000,000円 …イ） 

①：補助対象工事費の２分の１による算定

(ア本体：22,000,000×1/2) ＋(イ外構：1,000,000×1/2)＝11,500,000円…Ａ

②：面積当たりの補助単価上限額による算定

(ア本体：100㎡×125,000 円)＋(イ外構：1,000,000×1/2)＝13,000,000円…Ｂ

Ａ＜Ｂにより、本体工事部分に対する補助額 11,500,000円 （１万円未満切り捨て） 
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Ｃ－４ 面積当たりの補助単価上限額（125,000 円／㎡）積算の根拠は、どういうものですか。 

補助対象単価の積算にあたっては、以下の資料などを分析し設定しました。 

①標準的な会館建設費用を民間建築設計事務所が積算したデータ

②民間住宅建設費用データのうち会館と類似したものを抽出

③過去の自治会町内会館建設費用データ

Ｃ－５ 補助対象工事と補助対象外工事が混在している場合、全体にかかる経費や値引き分 

などは、どう算定するのですか。 

補助対象工事費と補助対象外工事費を確定し、工事全体にかかる経費は按分します。また値

引きがある場合も、同様に按分します。 

なお、消費税については、按分した経費や値引きを反映した工事費について算出します。 

Ｃ－６ 耐震補強工事と一緒に増築や修繕を行うなど、複数の工事を行う場合の補助金はどう

なりますか。 

それぞれの工事について、補助対象工事費、及びその２分の１を補助金額として算出して、

一万円未満の端数を切り捨て、合算して補助金額を決定します。 

ただし、申請にあたっては、それぞれの工事について見積内訳書を作成し設計図面等もそれ

ぞれの工事内容が確認できるようにしていただく必要があります。  

Ｄ 会館の利用方法・規約 

Ｄ－１ 利用規約を制定する理由はなぜですか。 

会館は会員の負担で建設される共有の財産であり、かつ、公金である補助金を受ける施設

として適切な利用が行われることを明らかにしていただくためです。 

Ｄ－２ 利用規約を制定する方法と時期について、気を付けることはありますか。 

利用規約は、会員の相互理解を得るためにも総会で制定していただくことが大切です。 

なお、補助申請の際に必要になりますので、それまでに制定してください。 

Ｄ－３ 会館の利用規約にはどのような内容が規定されている必要がありますか。 

横浜市の補助制度に抵触しない範囲で、会員が利用しやすいように定めるようにします。具

体的には、会館の名称・利用の申し込み方法・鍵の管理・清掃・利用料などを定めます。 

※参考 町内会館（集会施設）利用規約（例）（ P46【資料１】）

Ｄ－４ 会館を、会の活動以外の団体に貸すことは要綱に反するのですか。 

補助要綱では、『補助金の交付を受けた団体は、交付団体の運営及び利用以外に、会館の 

全部または一部を貸し付けてはならない。』と規定しています。 
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ただし、利用規約に基づく貸付であり、あくまでも会館の一部の使用であれば、認められる

場合もあります。地域活動を活発にするという意味からも、地域のいろいろな団体に開かれた

運営が期待されています。 

貸与できるのは、以下の要件すべてに該当する団体となります。 

（１） 地域活動を振興し、もって地域住民の福祉の向上や共助による減災に向けた

取組を進める活動をする団体

（２） 団体の役員の半数以上が同一区内の自治会町内会の構成員である団体

（３） 政治、宗教、専ら営利活動を目的としない団体

また、上記の要件にすべて該当する団体であり、加えて以下の要件を満たしている場合は、

特例として常時事務所を置くような占用の状態も認められる場合があります。 

 貸与できる面積 

延べ床面積の概ね２分の１を超えない範囲において、必要最小限とし、自治会町内会 

活動に支障のない範囲 

なお、会館の外部には、自治会町内会館の看板を設置することが必要となりますが、それ以

外の看板などが常設掲示されているような場合は、市民からも誤解を招くので、撤去していた

だくことがあります。 

特例として、占用的に貸与を行う場合は、上記の要件に加え、区長の承認が必要となります。 

Ｄ－５ 特例が承認される活動はどのようなものですか。 

Ｄ－４の要件すべてに該当し、地域住民が中心となって組織され、地域住民の福祉の向上や

共助による減災に向けた取組を進める活動を行う団体を特例として承認します。具体的には、

子育て支援、高齢者支援、障害者支援など地域の課題を解決する活動を行う団体が対象となり

ます。 

Ｄ－６ 会館の利用料を徴収することに問題はありませんか。 

総会の意志決定で決定した規約に基づき、会館の使用に伴う光熱水費など、会館の維持・管

理に充当する範囲内であれば利用料を徴収することは問題ないと思われます。 

集会室のエアコンをコイン方式にするなどの工夫をしている会館もあります。 

Ｅ 融資制度 
Ｅ－１ なぜ地縁による団体の認可を受けて、法人格を取得することが必要なのですか。 

最長 10 年間にわたり債務の返済義務を負うことになるため、会長個人が負うのではなく、

地縁による団体の認可を受けて法人格を取得した団体が返済義務を負うことが望ましいと考

えられるためです。 

35 令和６年４月



Ｅ－２ 融資の手続はどうすればよいのですか。 

ア 融資の申込【補助申請とは別に申し込みが必要です】

横浜市との協定に基づき融資を実施している民間金融機関に申し込みます。

(ｱ) 株式会社 横浜銀行

(ｲ) 横浜信用金庫

(ｳ) 株式会社 神奈川銀行

イ 融資の申込方法

(ｱ) 融資の申込は、法人化した自治会町内会の代表者が、この融資を取り扱っている

金融機関に対して行います。

(ｲ) 融資を申し込む時期は、自治会町内会が横浜市の補助要綱に基づく会館に対する

補助決定を受けた後になります。 

詳しくは、融資の申込を予定している金融機関に事前にお問い合わせください。 

※公園集会所の整備に係る融資を実施するのは、横浜信用金庫と株式会社 神奈川銀行です。

Ｅ－３ 融資利率はどうなっていますか。 

各金融機関が定める所定の金利になります。 

Ｅ－４ すでに融資を受けている団体が、全額繰り上げ返済をし、法人化して借り換えを 

受けることができますか。 

できません。 

Ｅ－５ 法人化して融資を受けることは、自治会町内会にどのようなメリットがあるのですか。 

無担保であることが有利な点です。 

横浜市の補助を受けた会館は担保に供することは禁止されていますので、他の金融機関 

から融資を受ける場合は、会館以外の担保を提供する必要があります。（補助要綱第 27 条） 

また融資にあわせて法人化されることにより、会の共有財産である会館などの不動産を団体

名で登記することが可能になります 

Ｅ－６ 法人化の手続はどうすればよいのですか。 

地縁による団体の認可制度の詳細は、区役所地域振興課にご相談下さい。 

また、市のホームページでもご覧いただけます。 

＜横浜市市民局ホームページ＞ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/jichikai/houjinka.html 
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Ｆ 外構工事 

Ｆ－１ 補助の対象となる外構工事とは、どのようなものですか。 

１ 補助対象になる主なもの 

① 塀（ブロック塀・アルミ製など）

② フェンス・門扉・門柱

③ Ｕ字溝

④ バリアフリー関係

ア 建物に接続する階段・手すり

イ 建物入口との段差解消のためのスロープ

ウ 昇降機（建物入口に接続するもの）

エ 点字ブロック

オ 足元確認のための照明施設（自動点滅装置などの工夫も）

カ その他

車止めポール：駐車場用ではなく、外から車が入らないようにするためのポール

２ 補助対象にならない外構工事 

① 駐車場関係工事

② 駐輪スペース工事費

③ 整地工事

④ 敷地と公道などの敷地外との段差を解消するスロープ・階段など建物に接続していない

もの

⑤ 既存の建築物の撤去工事費（増築・耐震補強工事・修繕では対象となる場合があります）

注意 判断の難しい場合などは、図面や写真、見積書・仕様書、現場確認などの方法で決定します。 

Ｆ－２ ブロック塀の工事など外構工事だけの工事でも補助対象となりますか。 

なりません。 

会館工事と同時に行われる外構工事が補助対象になります。 

新築工事の際と同様、外構工事分の見積もりを分けて作成してください。 

Ｆ－３ 外構工事の補助限度額は、どうなりますか。また、どのように計算するのですか。 

外構工事に対する補助限度額は 100 万円です。ただし、同時に行う会館工事の整備の種別ご

とに定めている補助限度額の範囲内となります。 

《計算例》補助対象となる修繕工事分が 250 万円、外構工事分が 200 万円の工事の場合 

補助金額 225 万円（修繕工事分 125 万円、外構工事分 100 万円） 
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Ｇ 修繕工事・バリアフリー工事 

Ｇ－１ 修繕とは、具体的にどういうものですか。 

耐震補強工事及び増築を伴わない整備を言います。会館の維持向上、模様替え等のために行

う工事のことです。なお、補助を受けるためには、補助対象外となる費用を除いた工事費が 100

万円以上である必要があります。 

修繕工事の主な内容としては、 

① 屋根の修繕 ② 外壁の修繕 ③ 内装 ④ 建築物本体の修繕

⑤ 建築設備の修繕

建築設備の内容：電気設備工事・給排水・衛生・ガス設備工事・冷暖房（空調）

設備工事（エアコン設置工事は対象になります。） 

⑥ 建築物付帯設備の修繕（対象は建具、畳など）

などがあります。 

Ｇ－２ 補助対象になるバリアフリー工事には、どのようなものがありますか。 

バリアフリ－のための工事とは、一般的には高齢の方や障害のある方が会館を利用する際に

支障となる障害部分をなくすための工事などですが、広くお子さんや高齢の方がつまずいたり、

転ばないように安全な仕様にする工事についても修繕の補助対象となります。 

１ 建物内のバリアフリーの例 

  全体的に、出入り口を広くし、段差をなくす工夫のための工事は対象になります。 

 玄関：段差がない入口にする、靴を履く台を設ける、明るい照明を付ける

 廊下：車いすが建物の中で使えるように幅を広くする、手すりを付ける

 階段：幅や踏み面（奥行き）を広くする・滑り止め・手すり・足元灯等を付ける

 エレベーターを設置する

 トイレ：入口を引き戸へ変更する、腰掛け式トイレにする、手すりを付ける、

身障者用トイレを設ける 

 建具：開き戸を引き戸にする、敷居のレールを段差解消する、上吊り引き戸にする

 洗面台・手洗い場：ペダル式のレバーにするなど

２ 建物外のバリアフリーの例 

→外構工事（Ｆ―１）をご参照ください。

Ｇ－３  バリアフリー工事だけでも補助の対象になりますか。 

「廊下の幅を広くする」、「トイレの洋式化」、「階段の滑り止め工事」などで、その補助対象

となる費用が 100 万円以上の工事であれば、「修繕」として補助対象となります。 

新築・増築の中でバリアフリー工事を行う場合も補助対象になります。 
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Ｈ 特殊基礎工事 

Ｈ－１ 特殊基礎工事とは、どのようなものですか。 

１ 特殊基礎工事とは、建築確認申請に含まれる基礎工事のうち、地盤や敷地条件により  

次のいずれかに該当する工事です。 

① 高低差解消などのために行われる基礎工事で、審査委員会が通常の基礎工事と異なる

工事であると認めるもの

② 軟弱地盤対策やその改良のために行われる杭打ち工事及び柱状改良工事その他の基礎

工事であり、軟弱地盤であることを証する資料があるもの

２ なお、特殊基礎工事は、通常高額な費用がかかるため、新築の場合の補助上限額である

1,500 万円の補助とは別枠で補助を行っています。 

Ｈ－２ 特殊基礎工事が必要な場合の、補助申請手続はどうすればよいのですか。 

 地盤・敷地条件からみて、特殊な基礎工事が必要である場合は、事前に区役所地域振興課に

ご相談ください。 

特殊基礎工事に対する補助は、本体工事部分の補助限度額とは別枠での補助となるため、補

助の可否で補助額が大きく変わり、自治会町内会の資金計画等に影響が生じる可能性が あり

ます。このため、補助申請やその内容審査より早い段階で、地質データやそれに基づく工事方

法などに関する資料をご用意いただき、事前にご相談いただくようお願いします。 

Ｈ－３ 補助対象になる特殊基礎工事かどうかの認定は、どう行われるのですか。 

特殊基礎工事が必要であることを確認するために、 

① 現地のボーリングデータ ② 現況写真 ③ 検討している工事仕様・見積もり

などを提出していただき、審査委員会において審査を行います。 

Ｈ－４ 特殊基礎工事の補助額の算出方法を教えてください。 

 特殊基礎工事に対する補助額の算出については、特殊基礎工事部分のみの費用がわかる 

見積書や内訳書を提出いただければ、それをもとに補助対象費用を算出し、その２分の１を 

補助します。 

Ｈ－５ 工事終了時の完了検査で、特殊基礎工事についてはどのように審査するのですか。 

区への整備完了届提出時に、特殊基礎工事部分についての施行報告書や着工から基礎工事終

了までの工事内容・経過が日付入りでわかる記録写真の提出を求めますので、必ず業者にこれ

らの書類の作成を依頼してください。 

39 令和６年４月



Ｈ－６ 地盤改良のための地盤改良材の使用や、人工地盤も特殊基礎工事として（別枠での）補

助対象となるのですか。 

特殊基礎工事の一環として行われるのであれば、補助対象となります。 

Ｈ－７ 複数団体により建設される会館において、特殊基礎工事の補助額の算定はどのように

なるのですか。 

特殊基礎工事費及び外構工事費に対する補助は、建物（会館）に対して算定されますので、

その補助限度額が団体ごとに適用されるものではありません。 

Ｈ－８ 現在古い建物が建っているので、提出する地質データは近隣の土地のデータでよい 

ですか。 

建設予定地の地質データが必要です。既存の建物を取り壊された後にボーリング検査などを

行ってください。（建設予定地の地質データを抽出できるのであれば、取り壊される前に 

地質調査を行っていただいて構いません） 

なお、取り壊し（解体）工事については、建設工事とは別に契約するようにしてください。 

※撤去工事費は補助対象外です。

Ｉ 購入 

Ｉ－１ マンションなど建物の１室を購入する場合は、補助の対象となりますか。 

次の条件をいずれも満たしている必要があります。 

① 施設面で、会館としての要件（Ａ―１をご参照ください）を満たしていること。

② 自治会町内会が地縁による団体の認可を受けて法人格を取得していること。

③ 自治会町内会名で建物の区分登記をすること。

④ 管理組合などの総会等で、その建物の一室を自治会町内会の集会所として利用する

ことが了承されていること。

（管理組合などの総会等の議事録または、理事長の承諾書の提出を求めます）

Ｉ－２ マンションなどの建物の１室を自治会町内会が購入する場合に、補助の対象となる 

経費は何ですか。 

購入費用のうち、建物部分にかかる費用が補助対象となります。このため、契約書に建物分

と土地分の内訳金額を明記いただくことが必要です。また、その金額や割合が妥当であること

を保証する資料として、次の書類などを提出していただきます。 

① 固定資産税評価額の写し ② 近隣の同等物件のデータ ③ 不動産鑑定士の鑑定書

なお、補助額は、補助上限額 1,500 万円で、面積当たりの補助単価上限額（125,000 円／㎡） 

に契約書記載の延べ床面積を乗じて得た額と、建物部分にかかる購入費用の２分の１の、 
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いずれか低い方となります。（１万円未満の端数は切捨て） 

ただし、不動産仲介手数料は、対象になりません。 

Ｉ－３ マンションの１室を購入する場合は、自治会町内会が区分所有者となるのですか。

購入した自治会町内会名義（法人化）で登記されることが必要です。 

Ｉ－４ 土地付き１戸建てを会館として購入する場合に、補助の対象となる経費は何ですか。 

Ｉ－２と同じです。 

Ｉ－５ 購入の場合は、審査委員会の審査がありますか。 

購入にあたっては、審査委員会による審査は行いません。 

Ｊ 他団体と合同の会館 

Ｊ－１ 複数の自治会町内会が新築する会館において、補助金の特例はありますか。 

 また、増築・耐震補強工事・修繕などの場合は、補助金の特例はありますか。 

新築時のみの特例となります。建物本体工事の補助総額は、１平方メートル当たり 125,000

円に延べ床面積を乗じた額となります。また、町内会等ごとの補助額は、町内会等が負担する

経費の２分の１とし、それぞれ町内会等ごとに 1,500 万円を限度としています。 

ただし、特殊基礎・エレベーター設置工事費に対する別枠補助や外構工事費に対する補助上

限額及び面積当たりの補助単価上限額については特例の適用はありません。 

また、増築・耐震補強工事・修繕については特例はなく、通常の補助限度額になります。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊ－２ 複数の町内会と合同で建設される会館において、どのような手続が必要ですか。 

各自治会町内会の工事費の負担割合に応じて補助金をそれぞれ交付しますので、工事費の負

担割合について、事前に協定書等を作成し、各自治会町内会の総会で決定いただく必要があり

ます。また、補助申請の際に提出いただく書類等については、次のとおりです。 

【例１】延べ床面積 300㎡の会館を２町内会で建てた場合 

建設費（補助対象経費）5,000 万円 A町内会負担額 3,000万円 B町内会負担額 2000 万円 

補助限度額は（1,500×２町内会）で 3,000万円だが、負担額の 2分の１なので 

1,500 万円＋1,000 万円＝補助額 2,500 万円 

【例２】延べ床面積 150㎡の会館を２町内会で建てた場合 

建設費（補助対象経費）4,000 万円 A町内会負担額 2,000万円 B町内会負担額 2,000 万円 

125,000×150 ㎡＝1,875 万円が補助限度額となるので、負担額の２分の１ではなく 937 万円ずつ 
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１ 町内会館建設費補助申請の際に個々の会からの提出が必要なもの 

① 資金計画書（各町内会の分担に応じた内容が判ること）

② 整備について町内会の機関決定を確認できる議事録

③ 補助申請書 ④ 規約 ⑤ 役員名簿 ⑥ 特別口座などの通帳の写し

２ 町内会館建設費補助申請の際に共通して提出する書類 

※ 見積書・契約書・請求書などは、町内会の連名で作成してください。

① 会館利用計画書及び利用規約 ② 工事設計書 ③ 見積書及び内訳書

④ 建物位置図・土地関係書類 ⑤ 現場写真

⑥ 建築確認申請書類一式の写し（不要の場合もあります。）

⑦ 契約書 ⑧ 建設業者許可証の写し ⑨ 整備着手届（連名）

※修繕等を申請する場合において、会館管理運営協議会を設置し、会館の維持管理をして

いる場合でも、補助申請は各自治会町内会名義となります。

Ｊ－３ 町内会以外の団体と合同で建設する会館は補助対象になりますか。 

目的の異なる他団体（自治会町内会以外）との合築による会館建設の場合は、横浜市の 

補助を受けられる団体は自治会町内会のみであるため、自治会町内会が専用で管理し利用 

される部分について、その区分所有の割合が明確にされている必要があります。 

また、その区分所有分についても、会館として必要な会議及び集会に必要な施設を備えてい

ることが条件となります。 

これらの要件を満たしている場合は、建築物の総面積と区分所有面積の割合をもとに補助対

象とする工事費及び補助金を算出します。 

Ｋ 審査委員会 

Ｋ－１ 審査委員会はどのような制度ですか。 

本市内部で組織した審査委員会は、市民局地域支援部長を委員長に、同地域活動推進課長（担

当課長）・建築局公共建築部営繕企画課技術管理担当課長・同学校整備課長で構成され、建設・

整備工事費用の内容審査を行います。 

審査委員会では、建築基準法に基づく確認審査や検査とは別に、補助申請時の書類審査と整

備完了時の現地での完了検査を行い、補助金の交付対象となる建設・整備工事費が適切である

か、補助申請どおりに工事が行われたかを確認します。 

Ｋ－２ すべての補助申請のあった工事に、審査が行われるのですか。 

整備の種別が新築、耐震補強工事及び増築で補助金額が 250 万円を超えるものの場合に、審

査委員会での審査等を行います。その他、区長が必要と判断した場合も、審査委員会で審査等

を行います。 
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Ｋ－３ 会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（補助申請時） 

自治会町内会からの補助申請をいただいた後に、申請書類や工事設計書、見積書及び見積内

訳書などの添付資料にもとづき、建設費用の妥当性を確認します。 

なお、審査委員会は、原則として５月から９月の第２・第４木曜日に開催しますので、 

補助申請予定時期や建設・整備工事の契約・着工予定時期などのスケジュールについて、 

あらかじめ区役所地域振興課にご相談ください。 

Ｋ－４ 会館建設に伴う建設費用の内容審査は、どのように行うのですか。（整備完了時） 

自治会町内会から整備完了報告書及びその添付資料の提出をいただいた後に、審査委員が 

現地にて完了検査を行います。 

なお、検査には、自治会町内会の方と設計業者・工事請負業者の方にも立ち会いをお願いし

ていますので、日程調整のため、検査済証の取得予定や工事完了予定時期がわかり次第、区役

所地域振興課へご連絡をお願いします。 

Ｋ－５ 工事内容に変更があった場合は、審査委員会の再審査が必要ですか。 

審査委員会の審査を受けた案件で、その後、やむを得ず工事内容に変更が生じる場合は、変

更に伴う工事契約の締結及び変更部分の工事着手前に、必ず区役所へご連絡・ご相談ください。

補助決定を受けた補助予定額よりも補助を受けられる金額が増える見込みとなった場合には、

審査委員会の再審査を受けていただく必要があります。 

原則として、補助決定後に生じた工事内容の変更については、事前の補助変更申請に基づく

補助変更決定を受けていない場合、全て補助の対象となりません。 

なお、補助変更申請に伴う再審査には、1 か月程度必要になります。補助変更申請手続きが

必要かどうかの判断も含めて、必ず区役所へ事前のご連絡をお願いします。（照明やコンセン

トの設置位置の変更など、軽微な変更かつ金額に変更がない場合は、補助変更申請の必要はあ

りません。） 

補助予定額が増額となる「やむを得ない追加工事」とは、以下の例のような場合をいいます。

補助変更申請により補助予定額が増額となる工事の例

・新築の際、既存建物の解体工事後に地盤調査を行った結果、特殊基礎工事が必要となった。

・屋根の塗装工事に着工したら、見積時には確認できなかった損傷個所があり補修が必要と

なった。

※補助制度の手続（Ｂ－８）をご覧ください。

Ｋ－６ 審査に必要な書類を請負業者が作成できないと言ってきた場合、どのように対応すれ

ばいいのですか。 

横浜市の補助金申請のために必要である旨をご説明いただき、原則として必要書類はすべて

そろえてください。 

そのためにも、工事を請け負う業者にはあらかじめ十分理解していただく必要があります。 
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（書類が揃わないと審査できない場合もあります。） 

Ｋ－７ 購入の場合は、審査はあるのですか。 

ありません。 

※購入（Ｉ）も併せてご覧下さい。

Ｋ－８ 正式に補助申請を行って審査を受ける前に、相談や調整は可能なのですか。 

補助対象経費かどうかなどについて、事前に相談に応じることは可能です。 

ただし、建設・整備工事費用の妥当性の判断は、あくまでも補助申請受領後に開催される審

査委員会で行います。 

Ｋ－９ 審査の結果、不適当（費用が高すぎる）と判断された場合どのように対応すればいいの

ですか。資金計画等に影響が出るが、どのようにすれば良いのですか。 

審査過程において、建設・整備工事費用の内容確認のため再度書類を提出していただく等の

対応が必要となります。それらの結果により不適当と判断されるケースがあった場合は、その

後の対応について、区役所地域振興課を通じて個別に協議させていただきます。 

Ｋ－10 審査委員会で指摘される点はどういうことですか。 

審査委員会の審査において、資料の追加提出などを求めた例としては、以下の事例があり 

ます。 

・単価が高いと思われる場合に、カタログや見積合わせをした他業者の見積書

・見積書に記載されている設備が記載された図面

・外構工事図面の訂正 など

また、完了検査での指摘事項などについては、以下の事例があります。 

・完成図面や請求書・仕様書と異なる施工が行われている。

⇒ 完成図面・請求書の修正や、補助申請時からの変更内容一覧の作成を求めます。

・柵の設置や階段の滑り具合など、安全面その他で気になる箇所がある。

⇒ 審査外ですが、対応や配慮を求めたり、意見を述べる場合があります。
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自 治 会 町 内 会 館 整 備 費 

補助の手引き 

〈資料編〉 
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【資料 １】 

町 内 会館 (集会 施設 )利 用規 約 （例 ）

第 １ 章    総     則

  （目   的 ）

第 １条   こ の規 約は、 ○○ 自治 会 (町 内会 )(以 下「 自治 会」と いう。 )所 有の 町内 会

館 （ 横 浜 市 ○ ○ 区 ○ ○ 町 番 地 所 在 ） の 運 営 を 円 滑 に 行 う た め 設 け る も の で あ る 。 

  （会 館の 呼称 ）

第 ２条   本 会館 は、 ○○ 自治 （町 内）会 館（ 以下 「会 館」 とい う。 ）と 称する 。

  （会 館の 定義 ）

第 ３条   会 館は 、会員 相互 の利 益と 福祉 の増 進を 図る とと もに 、会員 の親 睦を 高め

る 場と して 、会 議、会 合、サ ーク ル活動 等の 利用 に供 する ため、 会員 の合 意に 基

づ く出 資に より 設置 した 建物 及び その他 の付 帯設 備を いう 。  

 第 ２ 章    運     営

（運 営委 員会 ）

第 ４ 条   会 館 の運 営 を民 主 的 に行 う ため 、 運 営委 員 会 （以 下 「委 員 会」 と いう 。 ）

を 組織 する 。

（委 員会 の構 成）

第 ５条   委 員会 の構 成は 、各 専門 部代表 及び その 他会 員に より 構成 する 。

２ 委 員会 の定 員は 、○ ○名 とす る。

 （委 員会 の権 限）

第 ６条  委 員会 は、 会館 運営 の監 督権及 び決 定権 を持 つ。

２  委 員会 の運 営に かか る詳 細に ついて は、 別に 定め る。

  第 ３ 章    会  館   使   用

（利 用申 請）

第 ７条   会 館の 利用 を希 望す る者 は 、所 定の 申請 書に より 利用 する 日の ○○日 前ま

で に委 員会 に申 請す るも のと する 。

  （利 用許 可）

第 ８条   会 館の 利用 は、 自治 会活 動に支 障の ない 限り 、許 可す るも のと する。

た だし 、次 の項 目に 該当 する 場合 は、委 員会 は許 可を 与え ない こと がで きる。

(1) 騒音 、そ の他 近隣 に迷 惑を かける 恐れ のあ ると き。

(2) 自治 会の 承認 を得 ない 営利 事業。 （＊ ）

(3) その 他管 理上 支障 のあ る場 合 ｡

＊ 営 利 事 業 の 会 館 の 使 用 に つ い て は 、 補 助 要 綱 へ の 違 反 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 

  既に 交付 され た補 助金 の返 還を求 める 場合 があ りま すの でご 注意 下さい 。

この規約は、町内会館を運営するための参考にしていただくために作成した規約例です。
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（ 利用 時間 ）

第 ９条 会 館の 利用 時間 は原 則と して次 のと おり とす る。

午 前○ ○時 から 午後 ○○ 時ま でと する。

た だし 、委 員会 で認 めた 場合 は、 この限 りで はな い。

第 ４ 章    そ    の    他 

 （経 費負 担）  
第 10 条  会 館を 利用 する 者は 、光 熱費、 水道 料そ の他 の経 費を 負担 する 。

＊（ 利用 料金 の金 額は 、団 体ご とに別 に定 める 。）

２ 料 金の 納入 は、 委員 会に 前納 するも のと する 。

３ 自 治会 活動 に伴 う会 議行 事等 で使用 する 場合 は 、無 料と し、その 他委 員会 で特

に 認め たも のは 、免 除又 は減 額す ること がで きる 。

 （利 用者 の義 務）

第 11 条  会 館を 利用 する とき は、 次の事 項を 守る もの とす る。

(1) 利用責 任者 を決 める こと 。

(2) 利用時 間を 守る こと 。

(3) 利用に あた って は、 器具 、備 品等 を丁 寧に 取扱 い、 室内 を汚 損し ないこ と。

(4) 火気 使用 には 特に 注意 し、 後始末 を完 全に 行な うこ と。

(5) 利用終 了後 は、 片付 け及 び清 掃を する こと 。

(6) その 他、 委員 会の 指示 に従 うこと 。

（そ の他 ）

第 12 条   こ の規 約に 定め られ てい ない 事項 は、 委員 会で 協議 決定 し、 自治会 役員

会 の承 認を 得る もの とす る。

２ こ の規 約の 改廃 は、 自治 会総 会の議 決に より 定め る。

  附  則

こ の規 約は 、○ ○年 ○月 ○○ 日か ら施行 する 。

補助金を受けた会館について

◎ 横浜市自治会町内会整備費補助要綱では、会の活動以外の団体への貸付などを

原則として禁止しています。会館の一部が常時占用されているような利用の形

態は、要綱に反するおそれがあります。

◎ 利用料金の徴収については、光熱水費などの実費や設備の維持管理に必要な

範囲内であれば問題はないと思われます。

詳しくは、区役所地域振興課へご相談下さい。

参 考
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【資料 ２】 

自治会町内会規約（例） 

○○会規約
制定 ○○年○月○日 

最近改正 ○○年○月○日 

第１章 総則 

（名称及び事務所） 

第１条 本会は○○会（以下「本会」という。）と称し、事務所を横浜市○○区○○町○番○号

に置く。 

「事務所を会長宅に置く。」とすることも考えられます。 

（区域） 

第２条 本会の区域は、横浜市○○区○○町○番○号から○番○号までの区域とする。 

（会員） 

第３条 本会の会員は、第２条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。 

２ 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。 

３ 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。 

４  会員が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。 

（１）第２条に定める区域内に住所を有しなくなった場合

（２）本人より第３条第２項に定める退会の届け出があった場合

５  会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。 

（目的） 

第４条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、地域課題の解決等に取り組むことによ

り、住みよい地域社会の形成に資することを目的とする。 

（事業） 

第５条 本会は、第４条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）会員相互の親睦に関すること

（２）清掃、美化等の環境整備に関すること

（３）防災、防火、交通安全に関すること

（４）住民相互の連絡、広報に関すること

（５）○○会館の維持管理に関すること

（６）…… 

この規約例は、新たに規約を作成されたり、改正されるときのための参考例です。 

地域の実情にあった規約づくりの際のご参考として、お役立てください。 

なお、地方自治法による法人格を取得される場合は、同法の規定に則った内容にしていただ

く必要があります。詳しくは区役所地域振興課にお問い合わせください。 
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第２章 役員 

役員については、規約の中で、その設置や人数、役割などを記しておくことが望ましいです。 

（役員の種別） 

第６条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会長    １名 

（２）副会長 ○名

（３）会計 ○名

（４）○○部長 ○名

（５）班長 各班１名

（６）監事 ○名

（役員の選任） 

第７条 会長、副会長、会計及び監事は、総会において、会員の中から選任する。 

２ 部長は、会員の中から、会長が委嘱する。 

３ 班長は、各班の会員の中から、互選により選出する。 

４ 監事は、会長、副会長及びその他の役員と兼ねることはできない。 

（役員の職務） 

第８条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、本会を代表し、会務を総括する。

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。

（３）会計は、本会の会計事務を処理する。

（４）部長は、会長の命を受けて、会務を分担する。（例：総務担当、広報担当、環境整備担当、

防犯担当、交通安全担当、福祉担当、青少年担当、会館担当等）

（５）班長は、会員との連絡調整にあたる。

（６）監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会

計事務及び業務執行について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のた

めに必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の解任） 

第 10 条 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、総会の議

決により解任することができる。 

第３章 総会 

（総会の構成） 

 総会は、自治会町内会における最高の意思決定機関として、その構成や表決権の設定、及び

成立の要件や出席者、議決数、委任状の取り扱いなどについて、会員間に疑問が生じないよう、

規約で明確に定めておくことが望ましいです。 
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第 11条 総会は、全会員をもって構成する。 

（総会の種別） 

第 12条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、毎年○月に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の○分の１以上から会議の目的たる事項を示

して請求があったとき及び第８条第１項第６号の規定により監事から請求があったときに開催

する。 

（総会の招集） 

第 13条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して、会議の○

日前までに通知しなければならない。 

（総会の審議事項） 

第 14条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

（１）事業計画及び事業報告に関する事項

（２）予算及び決算に関する事項

（３）役員の選任及び解任に関する事項

（４）規約の変更に関する事項

（５）…… 

（６）その他の重要事項

（総会の議長） 

第 15条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。 

（総会の定足数） 

第 16条 総会は、全会員の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。 

（総会の議決） 

第 17 条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

（会員の表決権） 

第 18条 会員は、各々１票の表決権を有する。 

（総会の書面表決等） 

第 19 条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第 16 条及び第 17 条の規定の適用については、その会員は出席したも

のとみなす。 

（総会の議事録） 

第 20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所

（２）会員の現在数及び出席者数（委任状及び書面表決書を提出した会員を含む）

（３）開催目的、審議事項及び議決事項

（４）議事の経過の概要及びその結果
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（５）…… 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人○名以上の署名押印をし

なければならない。 

第４章 役員会 

（役員会の構成） 

第 21条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

（役員会の招集） 

第 22条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の審議事項） 

第 23条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。 

（１）総会に付議すべき事項

（２）総会において議決された事項の執行に関する事項

（３）…… 

（４）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第５章 会計 

（経費） 

第 24条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。 

（会費） 

第 25条 本会の会費は、１世帯あたり月額○円とする。 

（会計年度） 

第 26条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 

第６章 雑則 

（委任） 

第 27 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長

が定める。 

附則 

この規約は、○○年○月○日から施行する。 
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【資料 ３】 

議事録作成要領（例） 

○○年度△△自治会（町内会）総会議事録

１ 日時 ○○年△△月▽▽日午後◎時から午後●時まで

２ 会場 ▲▲地区センター

３ 総会当日会員総数 ○○人

４ 総会出席者数    △△人 

内訳 本人出席者  △△人 

委任状提出者 ▽▽人 

（書面表決者  ●●人）

５ 議案  

(1) 自治会（町内会）会館の建設計画について

  【主な記載事項】 

(ア)会館建設の可否

(イ)会館の規模及び構造

(ウ)利用計画・利用規約案

(エ)建設費並びに資金計画など

＊総会で行われたその他の議事についても記載するようにします。 

(2) 法人化について

＊融資を希望する場合は、法人化した自治会（町内会）であることが必要です。 

６ 議長の選出 会則第○条により△△を議長に選任した。 

７ 総会成立の審査  

  会則第◎条により、総会当日会員総数○○人のうち、出席△△人、委任状▽▽人 （書面表

決●●）欠席▼▼人で出席者及び委任状提出者（書面表決者）の合計が◎◎◎人であり、総会

定足数を満たし、総会が成立した。 

８ 議事録署名人の選出 議長の◎◎及び会員の▽▽を議事録署名人に選出した。 

※ 総会出席者数や総会成立の審査、議長の選出方法については、規約や会則の定めに基づき

その総会が成立していることを証する部分となります。規約や会則等に定めがない場合には、 

事前にその取扱について取り決めておくようにするとともに、その取り決め内容などについて

も記載するようにします。 
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９ 議事の審議内容 

(1) 議案（提案）内容

議案内容を具体的に記載するようにします。

(2) 審議内容

質疑応答を具体的に記載するようにします。

☆ 会館建設の可否

☆ 会館の規模及び構造

☆ 会館の利用計画・利用規約案

☆ 建設費及び資金計画

☆ 会館建設会計（特別会計）の設定

☆ 会館建設工事請負業者の選定経過と選定理由（入札や見積合わせの結果）

などを記載します。 

 10 議決の状況  

※ 議決の状況については、規約や会則の定めに基づき、その総会に諮られた議事に対する

議決が有効になされたことを証する部分となります。出席者及び賛成・反対の数には、規約や

会則の定めに基づいて、委任状及び書面表決の数を計上します。規約や会則等に定めがない場

合には、事前にその取扱について取り決めておくようにするとともに、その取り決め内容 

などについても記載するようにします。 

  《議事録のチェックポイント》 

１ 規約や会則、事前の取り決めなどに則り、民主的に行われていることを確認します。 

２ 会館建設について、建設の可否、会館の規模及び構造、利用計画、建設費並びに資金計画

が具体的に議案提出され、審議されていることが記載されていることを確認します。 

３ 作成年月日は、議事録の作成日（議長及び議事録署名人が署名、押印した日）となります。 

第○号議案の自治会（町内会）会館の建設計画については、会則第△条により、
出席者△△人のうち、賛成▽▽人、反対▼▼人で、可決された。 

以上の議事録は総会議事内容に相違ないことを認めます。 

○○年△△月▽▽日

総 会 議 長 ◎◎ ○○ 印

議事録署名人  ▽▽ △△ 印
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【資料４】 

会館補助関係提出書類一覧表(1/3) 

補 

助 

金 

の 

事 

前 

申 

出 

項  目 

工事の種類に関わらず、提出が必要な書類【新築・購入、増築、耐震補強工事、修繕共通】 
※事前申出に必要な様式は、４月下旬ごろから各区役所地域振興課で配付します。

(1) 自治会町内会館等整備費補助申請予定申出書

(ｱ)【新築・購入用】（様式１－１）

(ｲ)【増築、耐震補強工事、修繕用】（様式１－２）

(2) 会則・規約

(3) 役員名簿

(4) 会館等の整備についての意思決定・検討状況に関する書類

会館等整備についての意思決定を証する書面（総会議事録等）のほか、会館等整備

計画について検討・準備・周知を行ったことがわかる書類

(5) 会館等整備計画に関する書類

工事場所（建物）位置図・案内図、建物の規模・構造（新築の場合）、

工事の内容（参考見積等）、スケジュール、資金調達の方法、借入金返済計画、

会館等整備特別会計の予算決算がわかる資料、会館利用規約、

会館用地隣接居住者への説明書類、会館等利用状況（計画）調査票（様式２）等

(6) 資金計画調査票（様式３）

(7) 写真数葉

(ｱ) 新築・購入（会館のみ）の場合：会館等予定地の現況写真

(ｲ) 増築、耐震補強工事、修繕の場合：現在の会館等の現況写真
（一枚は会館名称板（公園集会所は集会所名称板）が入ったもの、かつその名称が読み 

取れるもの。また、増築、耐震補強工事、修繕の場合は、工事予定箇所がわかる写真） 

新築・購入 増築・耐震補強工事・修繕 

(8) 予算書・決算書（過去３年分） (8) 既存の建物が建築基準法に適合して

いることを証する書類
【例】建築検査済証、建築確認申請台帳記載証明書、 

  確認通知書等 

(9) 用地が確保されていることがわかる

書類

【例】土地使用承諾書（写）、賃貸借契約書（写）等 

※公園集会所については、上記に代えて、みどり環境局

公園緑地管理課及び区土木事務所との調整状況がわ

かる資料

(9) 用地が確保されていることがわかる

書類（修繕の場合は不要）
※公園集会所については、上記に代えて、みどり環境

局公園緑地管理課及び区土木事務所との調整状況

がわかる資料

(10) 会館等建設にあたって、特殊事情があ

る場合は次の書類
【例１】既存の会館等が老朽化している場合 

→現在の会館等が完成した時期がわかる書類等

（登記簿謄本（全部事項証明書）等）

【例２】現在会館を所有していない場合 

→地域活動をする上で、会館の必要性がわかる書類

等（会の活動実績・活動場所等）

【例３】既存の会館が立退きを求められている場合 

→立退き依頼書（期限等記載のもの）・賃貸借契約

書、既存会館の処分方法がわかる資料等

※補助予定団体と決定した場合は、後日立退きの

確認を行います（写真・現地確認）

(10) 会館等平面図

(11) 会館等の建設及び維持管理状況

調査票（様式４）

整備前年度提出書類 

（補助金の事前申出） 
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【資料４】 

会館補助関係提出書類一覧表(2/3) 

補 

助 

 金 

   の 

   申 

   請

項  目

☆建築確認済証受領後に申請書類を区役所に提出してください。

（申請は工事着工前、購入の場合は売買契約締結前）

(1) 補助申請書（第１号様式）

(2) 町内会等の会則及び役員名簿

(3) 会館の整備についての意思決定を証する書面(議事録等)

(4) 工事設計書

(5) 要綱に定める業者数以上の市内事業者が発行した見積書及び見積内訳書、

市内事業者であることを証する書類（又はその写し）、

建設業許可証（又はその写し）

（購入の場合は、平面図及び購入予定額の明記された契約締結前の

売買契約書の写し） 

※購入の場合は、市外事業者でもよく、入札・見積合わせも不要です。

(6) 自治会町内会館利用計画書（第１号様式の２）・利用規約

(7) 工事場所（建物）位置図（第１号様式の３）（案内図）

(8) 資金計画書（第１号様式の４）

(9) 土地図面（公図）《修繕を除く》

(10) 土地使用承諾書《修繕を除く》

（土地の登記簿謄本等の提示をお願いします。）

(11) 建築確認を要する工事については建築確認通知書の写し及び

建築確認申請書類一式の写し

(12) 耐震補強工事については耐震診断報告書

(13) 修繕については工事箇所の現況写真数葉

(14) 会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

(15) その他区長から提出を求められた書類【資料５】

契
約

☆補助決定通知書受領後に契約締結を行い、速やかに提出してください。

(1) 工事請負契約書の写し（購入の場合は、売買契約書の写し）

着
工
後

☆整備工事着工後、すみやかに提出してください。

(1) 整備着手届（第４号様式）

(2) 現場写真数葉

整備年度提出書類 

（補助金の申請） 
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【資料４】 

会館補助関係提出書類一覧表(3/3)  

事 項 項  目

整

備

完

了

報

告

☆整備工事が完了したら（検査済証受領後）、速やかに提出してください。

→審査委員会による現地審査を行います。（事前に希望日程をお知らせください）

(1) 整備完了報告書（第６号様式）

(2) 建築費又は購入費の領収書の写し、内訳がわかる書類及び完成図一式

(3) 会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

(4) 完成に対する検査済証の写し（建築確認を要した工事のみ）

(5) 完成（取得）建物の写真

会館名入りの看板等を含む全景、各部屋の写真各２枚。

請
求
書

☆補助金交付額決定通知書受領後、速やかに提出してください。

※前金払いの場合は、補助決定通知書受領後に提出してください。

(1) 補助金請求書（第８号様式）

(2) 補助金交付額決定通知書（第７号様式）の写し ※前金払いの場合は不要

補

助

金

受

領

後

☆補助金を受領した日から２週間以内に提出してください。

※前金払いの場合は、補助金交付額決定通知書受領後２週間以内に提出してください。 

(1) 工事等収支決算書（第９号様式）

(2) 会館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し

(3) 会館の火災保険の保険証書

☆会館整備の収支決算報告を総会で行った後、速やかに提出してください。

(4) 総会決算報告書類※

補

助

変

更

申

請

☆補助決定通知書受領後、申請内容に変更が生じた場合、速やかに提出してください。 

(1) 補助変更申請書（第５号様式）

(2) 工事変更設計書

(3) 工事請負業者が発行した見積書及び見積内訳書

(4) 資金計画変更書

(5) その他区長から提出を求められた書類【資料５】

※注意 建物の一部購入・区分所有者が管理する集会施設の整備の場合には、別に必要な書類があります。

整備年度提出書類 

（整備完了の報告等） 
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【資料５】その他区長から求める資料 ※区役所地域振興課に事前にご確認下さい。

補助申請等の際には、自治会町内会における意思決定の状況などを確認するため、次の 

ような資料を求める場合があります。 

《補助申請時に求める添付資料》

１ 会館建設計画についての会員への広報紙（アンケート集計） 

２ 役員会、建設委員会等の会議資料（議事録を含む） 

３ 会員に示した建設資金計画書（調達）の資料 

４ 会員に示した借入金返済計画書の資料 

５ 工事請負業者の選定の経過が分かる書類（資料） 

(1) 選定方法

(2) 見積書徴収業者

(3) 選定業者及び選定理由

６ 自治会町内会としての機関決定経過書類 

(1) 会館建設の意思決定

ア 会館を所有することの意思決定経過書類（第１段階）

イ 会館建設案の意思決定経過書類（中間報告）

ウ 会館建設の意思決定（最終段階）

７ 総会の総会開催通知、議案及び添付資料 

８ 総会資料 

(1) 当日配付資料

(2) 総会開催後の会員への周知資料（広報紙等）

《補助変更申請時に求める添付資料》

１ 建設設計変更についての会員への広報紙 

２ 建設設計変更についての役員会、建設委員会等の会議資料（議事録を含む） 

３ 会員に示した建設資金計画変更（調達）の資料 

４ 会員に示した借入金返済計画変更の資料 
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【資料６】会館整備費補助手続きフロー図

標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

会館整備に向けた団体内部の準備
（建設計画、資金計画等）
①会館建設の方針決定

②会館建設計画案の決定

翌年度の整備計画の事前申出 受理・審査

補助予定団体決定連絡の確認 補助予定団体決定の連絡

団体としての機関決定
①会館建設計画の最終決定

ほかに、
工事・設計請負業者候補（市内事業者）

の検討、建築確認申請の準備、
入札又は見積合わせ、
補助申請の準備　　など

建築確認申請 建築確認申請受理・審査

確認済証受領 確認済証交付

会館補助申請書提出 補助申請書の受理・審査

補助申請書・添付書類の確認

補助金交付予算再配当依頼

適正 不適正

申請者に指導

審査結果通知受理

予算再配当

補助決定決裁

補助決定通知受領（※） 補助決定通知書交付

審査結果通知交付

補助金交付予算再配当決裁

事

前

準

備

整備計画審査

予算調整
補助予定団体の決定（3月）

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築指導課）

0.5
か
月

会

館

整

備

補

助

申

請

手

続

き

①会則及び役員名簿
②総会議事録
③工事設計書（図面一式を含む）
◎図面はＡ３判で提出

④見積書及び見積内訳書（要綱に定め
る業者数以上）、市内事業者であること
を証する書類並びに建設業の許可通知
書の写
（購入時は契約前の契約書の写）
⑤利用計画書及び利用規約
⑥工事場所位置図（案内図）
⑦資金計画書
⑧公図（修繕の場合不要）
⑨土地使用承諾書（　　〃　　）
⑩確認済証の写
建築確認申請書類一式

⑪耐震診断報告書(耐震補強工事のみ)
⑫写真数葉
⑬建設会計口座写
⑭その他区長が必要と認める書類
※業者選定方法や経過など一連の業

者選定の手続については、てん末書を
添付するか、議事録に記載するなど明
示すること

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

審査委員会開催

※審査内容により、補助予定金額が少
なくなったり、工事内容を確認・指導する
場合等がありますので、補助決定通知
を受領されるまで、工事契約は締結しな
いようにしてください

※横浜市との協定に基づく会館融資制
度を利用される場合は、補助決定通知
受領後に、融資を実施している金融機関
で融資の手続を行ってください

1.5
か
月

市民局地域活動推進課

建設費内容審査
（書類確認・調整…約14日間）

【審査に必要な書類】
①確認済証の写及び建築確認申請書
類一式
②補助申請書（様式の写）
③工事設計書
（内容は審査依頼書参照）
④見積書及び見積内訳書
⑤耐震診断報告書(耐震補強工事のみ)

⑥写真数葉
⑦その他審査委員長が必要と認める
書類

再配当依頼の添付資料は
右【審査に必要な書類】一式

※新築及び耐震補強工事（全
件）並びに補助予定額が
250万円を超える場合は
審査依頼書を併せて送付

審査依頼書・必要書類の受領

新築及び耐震補強工事（全件）並
びに補助予定額が250万円を超え

る場合に適用

補助予定額が

250万円まで

の場合

（修繕等）

※耐震補強工事を

除く

新築及び耐震補強

工事（全件）並びに

補助予定額が

250万円を超える場

合

【竣工希望日の前年度７月頃】
会館整備予定団体の事前申請募集

例：Ｒ７年度竣工希望の団体について、Ｒ６年７月頃までに募集を実施

※建築確認及び建築基準法令やその他の法令に関する手続が必要かどうか

については、あらかじめ確認をしていただきますよう、お願いします。

【建築に関する一般的な御相談】 建築局情報相談課
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標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

工事請負（売買）契約締結

工事請負（売買）契約書写提出 工事請負（売買）契約書写受理

工事（整備）着手

整備着手届 整備着手届受理（着工確認）

団体としての機関決定
・工事内容変更の決定

（役員会等の開催、会員への周知）など

【工事変更契約締結前】

補助変更申請書提出
補助変更申請書の

受理・審査

審査結果通知受理

補助予定額変更の決裁

補助予定額変更の変更通知受理 補助予定額変更の変更通知

工事変更契約締結

工事変更契約書写提出 工事変更契約書写受理

変更工事着手

補助金請求書提出 補助金請求書受理

補助金受領 補助金支出・指定口座へ振込

中間検査

中間検査合格証交付

工事竣工

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築指導課）

①工事変更設計書
②見積書及び見積内訳書
③資金計画書
④その他区長が必要と認める書類

※前金払いを希望する場合は、補助申
請書で選択します。

工
事
期
間

工事変更設計書、
見積書・内訳書の審査

審査の結果通知

0.5
～
１
か
月

0.5
～
１
か
月

【 重 要 】
補助決定後に、「工事内容の変更」「工事請負契約金額の変更」が

生じる場合は、必ず事前に区役所地域振興課へご相談下さい。

★工事内容などに変更が生じる場合★

★補助金を先に受け取る必要がある場合（前金払い）

前金払いを希望する場合は、補助申請書で前金払いの希望を選択します。補助金の請求は、
補助決定通知を受理したあとに行い、整備完了報告書を提出するときには、業者への支払いを
完了する必要があります。完了検査の上、交付した補助金に余剰分が発生した場合は返還して
いただきます。
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標準
処理
期間

申請者
（自治会町内会）

区役所
（地域振興課）

完了検査（建築基準法上）申請 完了検査申請受理

完了検査

★審査委員会による完了検査の予約

検査済証受理 検査済証交付

業者への工事費の支払い

【地域振興課】

整備完了報告書提出 整備完了報告書の受領

審査

適正 不適正

申請者に指導

完了検査結果通知受理

補助金交付額決定通知決裁

補助金交付額決定通知書受領 補助金交付額決定通知交付

補助金請求書提出

補助金受領

補助金受領

工事等収支決算書提出
工事等収支決算書受理
決裁（精算手続の完了）

①保険証書写
②建設会計口座写

決算・会計監査報告
（直近の総会）

総会決算報告書類提出 決算報告書類受理・確認

会館建設会計監査報告 会館建設会計監査報告

供覧（補助事業全体の完了）

２
週
間
以
内

【検査確認機関】
（民間の指定確認検査機関
及び建築局建築指導課）

整備完了検査（現地確認）

①領収書及び内訳が分かる書類
②竣工図面一式（設備図を含む）
◎図面はＡ３判で提出

③建設会計口座写
④検査済証の写
⑤写真数葉
（うち１枚は会館名称板つき）

⑥その他区長が必要と認める書類
（変更内容がわかる一覧表等）

整備完了の確認

※新築及び耐震補強工事（全
件）並びに補助予定額が
250万円を超える場合は
完了検査依頼書の送付

0.5
か
月

市民局地域活動推進課
（審査委員会）

会

館

整

備

補

助

金

交

付

額

決

定

審

査

完了検査結果通知交付

1.5
か
月

完了検査依頼書の受理

新築及び耐震補強工事（全件）並
びに補助予定額が250万円を超え

る場合に適用

補助予定額が250万円までの

場合に適用（修繕等）

工事完了確認書の作成

※耐震補強工事を除く

前金払いの場合
で、交付決定額

より低い金額で
補助金が確定さ
れたときは、そ

の差分を返還

前金払いの場合

補助金支出・
指定口座へ振込

補助金請求書
受理
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横浜市自治会町内会館整備費補助要綱 

制  定  平成６年７月１日

最近改正  令和６年４月１日 

（目的） 

第１条 この要綱は、町内会等が整備する会館の事業に必要な経費の一部について補助金を交付するこ

とにより、地域活動を振興し、もって地域住民の福祉の向上や共助による減災に向けた取組の拠点整

備を進めることを目的とする。 

２ 前項で定める補助金については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17年 11月横浜市規

則第 139 号。以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、補助金規則の例による。 

２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

(1) 町内会等 一定の区域に住所を有する者の地縁に基づき自主的に組織された団体で、区長に設

立の届出をした自治会町内会及び地区連合町内会をいう。

(2) 会館 一つ又は複数の町内会等が、集会等の活動の拠点として管理し、及び利用する施設をい

う。 

(3) 整備 建物を新築、増築、耐震補強工事、修繕又は購入することをいう。

(4) 新築 新たに建物を建設し、又は現在の建物の全部を撤去して新たに建物を建築することをい

う。 

(5) 特殊基礎工事 地盤・敷地条件により施工する特殊な基礎工事をいう。

(6) 外構工事 門扉、フェンス、ブロック積みなどの工事をいう。

(7) 増築 既にある建物の床面積を増加させ建築することをいう。

(8) 耐震補強工事 第 14号に規定する耐震診断に基づいて行う工事をいう。

(9) 修繕 既にある建物の部分に対して、機能の維持向上、模様替え等のために行う工事をいう。

機器及び器具の購入のみは含まない。

(10) 緊急修繕 前号の修繕のうち、自然災害等により、緊急的に修繕を行わなければ使用できない

状態になった会館について、原状回復を目的として行う修繕をいう。 

(11) 建物購入 既にある建築物を購入することをいう。

(12) 建物区分購入 一棟の建物の中に構造上及び利用上独立区分された専有部分を購入することをいう。

(13) 入札者等 町内会等が行う工事請負業者の選定において、入札にあっては応札者、見積合わせにあっ

ては見積書の提出者をいう。

(14) 耐震診断 平成 18年国土交通省告示第 184号別紙（建築物の耐震診断及び耐震改修の実施につ

いて技術上の指針となるべき事項。（以下「指針」という。）第１本文ただし書きの規定に基づき、

指針第１に定める建築物の耐震診断の指針の一部と同等以上の効力を有する建築物の耐震診断の

方法として「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について（技術的

助言）（平成 31年１月１日国住指第 3107号）により認定された方法に基づき、建物の耐震性を判

定することをいう。

【資料７】 

61 令和６年４月



（補助事業者の範囲） 

第３条 この要綱における補助事業者は、第２条第２項第１号に規定する町内会等とする。 

  ただし、補助金規則、この要綱若しくは補助金の交付条件の規定に違反し、又はそれらの規定に

基づく区長の指示、勧告、命令等に従わないものを除く。 

（補助事業等の要件） 

第４条 補助事業等の要件は、原則として次の各号の基準に適合する会館とし、補助金は毎年度予算

の範囲内において交付する。 

(1) 町内会等が所有する施設で、町内会等により整備、運営及び利用され、地域住民の福祉の向上、

連帯の増進に寄与する施設であること。 

(2) 会議及び集会に必要な施設を備えていること｡

(3) 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の法令に適合するものであること。

(4) 会館の整備に対し、総会の議決等による町内会等の意思決定があること。

(5) 会館の利用規約等が整備されていること。

(6) 補助対象経費（本制度と同時に自治会町内会館脱炭素化推進事業補助金（以下、「会館脱炭素化

推進事業」という）の交付申請を行う場合は、その合計額。）が 100万円以上であること。 

(7) この要綱に基づいて補助を受けた会館が他にないこと。

２ 前項第７号の規定については、処分制限期間を経過している場合又は横浜市自治会町内会館整備

費補助事務取扱要領（以下「要領」という。）第 23条第２項に定める補助金の返還を行っている場

合は、この限りではない。 

（補助事業等の特例） 

第５条 区分所有者の団体が管理する集会施設において、入居者が構成する町内会等と区分所有者の

団体の構成員がほぼ同一であり、かつ、町内会等が自治会町内会活動に利用し整備費を負担する場

合に限り、補助対象となる会館とする。 

（補助基準額） 

第６条 補助額は補助対象経費の２分の１とし、補助限度額は次の各号に定めるところによる。なお、

補助額の算定に当たっては、１万円未満の端数は切捨てとする。 

(1) 新築、建物購入又は建物区分購入（以下「新築等」という。）は、１平方メートル当たり 125,000

円とし、総額 1,500万円までとする。 

(2) 増築は、630万円までとする。

(3) 耐震補強工事は、380 万円までとする。

(4) 修繕は、250 万円までとする。

（補助限度額の特例） 

第７条 複数の町内会等が共同で会館の新築等を行う場合、建物本体工事の補助総額については、１

平方メートル当たり 125,000円とし、１つの町内会等当たり 1,500万円を限度とする。 

２ 新築等で特殊基礎工事を施工する場合の補助限度額については、第６条第１項第１号で定める補

助限度額とは別に、300 万円を限度に、特殊基礎工事に要する経費の２分の１を補助する。ただし、

基礎工事費に特殊基礎工事費が含まれている場合は、要領第８条第１項第２号イの規定を適用する。 

３ 新築等でエレベーターを設置する場合の補助限度額については、第６条第１項第１号で定める補
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助限度額とは別に、300 万円を限度に、エレベーター設置にかかる工事に要する経費の２分の１を

補助する。 

４ 新築等で外構工事を施工する場合の補助限度額については、第６条第１項第１号で定める１平方

メートル当たり補助限度額とは別に、100 万円を限度に、外構工事に要する経費の２分の１を補助

する。ただし、総額は第６条第１項第１号に定める 1,500万円を限度とする。 

５ 増築又は修繕で外構工事を施工する場合の補助限度額については、整備の種類ごとに第６条で定

める補助限度額内で、100 万円を限度に外構工事に要する経費の２分の１を補助する。 

６ ２種類以上の整備を複合して行う場合の補助限度額は、整備の種類ごとに第６条で定める補助限

度額を適用する。ただし、補助額の合計は 1,260万円を超えることはできない。 

（交付申請） 

第８条 補助金規則第５条第１項に規定する補助申請書の提出期日は、各年度の補助事業等の内容を

考慮し、区長がその都度指定するものとする。 

２ 補助金規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者が提出する書類は、補助

申請書（第１号様式）を用いなければならない。 

３ 補助金規則第５条第２項に規定する補助申請書に添付する書類については、次の各号に定めると

おりとする。 

(1) 町内会等の会則及び役員名簿

(2) 会館の整備について、次の事項の意思決定を証する書面（総会議事録等）

ア 会館整備の可否

イ 会館の所在地、規模及び構造

ウ 利用計画・利用規約

エ 建設費及び資金計画

(3) 工事設計書

(4) 補助金規則第 24条の規定に基づき、２者以上の入札者等が発行した見積書及び見積内訳書（購

入の場合は、平面図及び購入予定額の明記された契約締結前の売買契約書の写し）、市内事業者で

あることを証する書類又はその写し並びに建設業の許可通知書の写し 

(5) 自治会町内会館利用計画書（第１号様式の２）及び会館利用規約

(6) 工事場所(建物)位置図（第１号様式の３）

(7) 資金計画書（第１号様式の４）

(8) 土地図面(公図)。ただし、修繕を除く。

(9) 土地使用承諾書。ただし、修繕を除く。

(10) 建築確認を要する工事については建築確認通知書の写し及び建築確認申請書類一式の写し

(11) 耐震補強工事については耐震診断報告書

(12) 写真数葉

(13) 会館建設会計口座通帳の写し

(14) 会館脱炭素化推進事業補助金交付申請書の写し。ただし、会館脱炭素化推進事業と同時に申請

する場合。 

(15) その他区長が必要と認める書類

４ 補助金規則第５条第２項第２号に規定する資産及び負債に関する事項を記載した書類は、直近の

決算報告書及び事業報告書とする。 

ただし、区長は必要に応じ、書類の追加添付を求めることができる。 
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５ 申請を行う補助事業者は、補助金規則第 24条の規定に基づき、市内事業者により入札又は２人以

上の者からの見積書の徴収を行うこととする。ただし、区長が契約の性質上これらの方法により難

いと認める場合又はその必要がないと認める場合は、この限りではない。 

６ 前項の入札又は見積書の徴収については、次に定めるとおりとする。なお、会館脱炭素化推進事

業と同時に申請する場合は、補助対象経費の合計額において、以下のとおり事業者の選定を行うこ

ととする。 

(1)100 万円以上 1,000万円未満（補助対象経費）２者以上の見積合わせ

(2)1,000万円以上 5,000 万円未満（補助対象経費）３者以上の見積合わせ又は５者以上の入札

(3)5,000万円以上（補助対象経費） ５者以上の見積合わせ又は８者以上の入札

７ 契約の締結は、前項に基づき入札又は見積書の徴収をした者の中から、最も安価な金額を提示し

た者と行うこととする。 

８ 補助金規則第５条第３項に規定する補助申請書への記載又は添付を省略させることができる事項

及び書類は、各年度の補助事業等の内容を考慮し、区長がその都度指定するものとする。 

（補助申請の制限） 

第９条 この要綱に基づき補助を受けた町内会等は、補助を受けてから５年間は特別の理由がある場

合を除き補助申請をすることはできない。 

ただし、修繕については、この限りではない。 

（財産の処分の制限） 

第 10条 補助金規則第 25条に規定する財産の処分の制限がかからなくなるために必要な期間は、次

に定める期間とする。ただし、市有地の貸付を受けて会館を整備している場合は、公有財産（公益

用地等）賃貸借契約書の定めによる。 

(1) 補助を受けて新築、購入、増築及び耐震補強工事により整備する会館の処分制限期間について

は、次に定めるとおりとする。 

ア 鉄筋コンクリート造のもの 50年

イ 鉄骨造のもの   30 年 

ウ 木造のもの   24年 

(2) 補助を受けて修繕により整備する会館の処分制限期間については、建物の構造にかかわらず 10

年とする。 

（交付決定通知） 

第 11条 区長は、第８条で定める申請書を受理したときは、市民局長に対して、その建設費の内容

確認審査を依頼し、その結果に基づき審査し、補助を適当と認めたときは、予算の範囲内において

補助を決定する。 

２ 補助金規則第８条の規定による補助金の交付決定通知は、補助決定通知書（第２号様式）により

行うものとする。 

（予算の再配当） 

第 12条 市民局長は、区長から補助の決定に伴う再配当要求書（第３号様式）を受けたときは、区長

に対して関係予算を再配当するものとする。 
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（工事請負契約） 

第 13条 補助事業者は、区長の補助決定通知書を受領後、速やかに工事請負契約（購入の場合は売買

契約）を締結するものとする。なお、工事請負業者は建設業の許可を受けた業者とする。 

２ 前項の規定に基づき工事請負契約（購入の場合は売買契約）を締結した補助事業者は、区長に工

事請負契約書の写し（購入の場合は売買契約書の写し）を速やかに提出するものとする。 

（届け出の義務） 

第 14条 補助事業者は、次の各号に該当するときは、区長に速やかにその旨を届け出なければならな

い。 

(1) 工事に着手したとき、整備着手届（第４号様式）を届け出なければならない。

(2) 建設計画等申請内容を変更しようとするとき、補助変更申請書(第５号様式)を届け出なければ

ならない。 

（申請の取下げの期日） 

第 15条 補助金規則第９条第１項に規定する補助金交付申請の取下げの期日は、申請者が補助決定通

知書の交付を受けた日の翌日から起算して 10日以内の日とする。 

（補助金交付の決定の取消し等） 

第 16条 補助金規則第 10条第２項に規定する補助金交付の決定を取り消す必要がある場合は、次の

各号に定めるとおりとする。 

(1) 詐欺その他不正な手続により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換又は担保に供しようとするとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

（補助金交付の時期の例外）  

第17条 補助金規則第17条の規定により区長が補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付する

ことができる場合は、補助事業者の資金状況を勘案し、補助事業の完了前に補助金を交付しなければ、

補助事業を実施できない場合とする。  

２ 前項の規定により補助金を交付する場合は、地方自治法施行令第163条第１項第２号に基づき、前

金払いとする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により前金払いにて受領した補助金に剰余金が生じた場合は、区長に

対し速やかに返還しなければならない。

（実績報告） 

第 18条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、区長に補助金規則第 14条第１項の規定によ

り実績報告をするものとする。 

２ 補助金規則第 14条で規定する実績報告に係る書類の様式は、整備完了報告書（第６号様式）を用

いなければならない。 

３ 前項の整備完了報告書に添付する書類は次のとおりとする。 

(1) 建築費又は購入費等の内訳が分かる領収書等の写し（内訳が明記されていない場合は、他の書
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類で内訳を示すこと）、完成平面図、変更工事請負契約書の写し（変更工事があった場合）及び会

館建設会計（特別会計）口座の通帳の写し 

(2) 完成に対する建築主事の検査済証の写し

(3) 写真数葉

（補助金額の確定通知） 

第 19条 区長は、前条に定める整備完了報告書を受理したときは、市民局長に対して、その建設費の

内容確認審査及び工事完了検査を依頼し、その結果に基づき審査し、適当と認めたときは、補助金

交付額を決定するものとする。ただし、補助予定額が 250万円以下（新築及び耐震補強工事を除く）

の整備工事については、区長が工事完了検査を行い、適当と認めたときは、補助金交付額を決定す

るものとする。

２ 補助金規則第 15条の規定による補助金額確定の通知は、補助金交付額決定通知書（第７号様式）

により行うものとする。 

（審査委員会の設置） 

第 20条 第 11条第１項及び第 19条第１項に定める審査をするため、市民局に自治会町内会館整備費

審査委員会を設置する。 

（補助金交付の請求） 

第 21条 補助金規則第 18条第１項の規定による補助金の交付の請求は、補助金請求書（第８号様式）

により行わなければならない。ただし、第 17条の補助金交付時期の例外により前金払いにて補助金

受領した場合は、補助決定通知書を受けた後に、補助金請求書を区長に提出するものとする。 

（補助金の支出） 

第 22条 区長は、補助事業者の請求に基づき、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を支

出する。 

（交付後の処理） 

第 23条 補助金の交付を受けた補助事業者は、工事等収支決算書(第９号様式)に会館建設会計口座通

帳の写しを添付し、補助金を受領した日から２週間以内に区長に提出しなければならない。ただし、

第 17条の補助金交付時期の例外により前金払いにて補助金を受領した場合は、第 19条第２項で規

定する通知を受けた日から２週間以内に提出するものとする。

２ 補助事業者は、その補助金の使途に関し収支を明りょうにしなければならない。 

３ 補助事業者は、補助を受け整備した会館について、火災保険に加入しなければならない。 

４ 区長は、補助金の経理について必要と認めるときは、その内容の監査又は指導助言を行うことが

できる。 

５ 区長は、補助金の交付実績について、補助金交付台帳（第 10号様式）を作成しなくてはならない。 

（決算報告の義務） 

第 24条 補助事業者は、補助金受領後直近の総会に会館建設の決算報告をしなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の報告をしたとき、決算報告書及び関係書類を速やかに区長に提出しなけれ

ばならない。 
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３ 建物の区分購入をした補助事業者は、前項の書類に加えて、建物の登記簿謄本を提出しなければ

ならない。 

４ 第５条の場合において、区分所有者の団体の決算報告書を提出しなければならない。 

（緊急修繕に係る特例） 

第 25条 緊急修繕に係る補助事業等の要件については、原則として第４条各号の基準に適合する会館

であって、補助対象経費から当該緊急修繕の原因となった自然災害等に起因する保険等の給付に係

る当該保険金等の額を控除した額が 100万円以上の整備を対象とする。 

２ 緊急修繕に係る補助申請書には、第８条第３項各号に掲げる書類のほか、り災の証明を添付する

ものとする。 

３ 緊急修繕を行う場合であって、第８条第５項本文に定める手続きを行っていたのでは、市民等に

新たな損害が生じる恐れがあると区長が認めるときは、同項ただし書きに規定するその必要がない

と認める場合に当たるとみなす。 

（会館の管理） 

第 26条 補助事業者は、整備した会館を交付団体の運営及び利用以外に、会館の全部又は一部を貸与

してはならない。ただし、地域活動を振興し、もって地域住民の福祉の向上や共助による減災に向

けた取組を進めることができると区長が認める場合は、この限りではない。 

２ 補助事業者は、整備した会館について関係法令を遵守するとともに、この要綱の趣旨に従い、適

正に会館を管理しなくてはならない。 

３ 補助事業者は、会館の利用状況を定期的に、区長へ報告しなくてはならない。 

（補助金の返還命令） 

第 27条 補助事業者が、次の各号の一つに該当するときは、区長は、交付した補助金の全部又は一部

の返還を求めることができる。 

(1) 詐欺その他不正な手続により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を受け、整備した建物を第三者に貸与、譲渡、交換又は担保に供しようとするとき。た

だし、貸与については、地域活動を振興し、もって地域住民の福祉の向上や共助による減災に向

けた取組を進めることができると区長が認める場合は、この限りではない。 

(4) 交付した補助金に余剰が発生したとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

（関係書類の保存期間） 

第 28条 補助金規則第 26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は、第 10条に定める会館

の処分制限期間とする。 

（委任） 

第 29条 この要綱に定めるもののほか、この実施に関し必要な事項は、市民局長が定める。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この要綱は、平成６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の自治会・町内会館整備費補助事業要綱の規定によ

り、補助金の内定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助事

務取扱要綱の規定により、補助金の内定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

（自治会・町内会館整備費補助事業要綱の廃止） 

３ 自治会・町内会館整備費補助要綱（昭和 49年４月１日制定）を廃止する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成７年 12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の自治会・町内会館整備費補助事業要綱の規定によ

り、補助金の内定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助事

務取扱要綱の規定により、補助金の内定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱第４条第１号の規定は、この要

綱の施行日以降に補助の内定を受けた者について適用し、施行日の前日までに補助の内定を受けた

者については、なお従前の例による。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成９年 10月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の内定を受け、かつ補助金の交付決定を受けていない者に対する補助金の交付決定その

他の手続きは、なお従前の例による。 

  ただし、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱第６条第４項第 13 号、第８条、第 15

条、第 16 条の規定については、これを適用する。 

３ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、この要綱の施行期日前に補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備

費補助要綱の規定により補助金の交付を受けた者とみなす。 

４ この要綱による改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱第４条第１号及び第５条第１項、

第２条並びに第３項の規定は、平成 12年８月１日以後に補助の申請をした者について適用し、平成

12年７月 31日までに補助の申請をした者については、なお従前の例による。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の決定を受け、かつ補助金の交付額決定を受けていない者に対する補助金の交付決定そ

の他の手続きは、なお従前の例による。 

  ただし、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱第 15条第３項の規定については、これ

を適用する。 

３ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の決定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要

綱の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

  附 則 

この要綱は、平成 18年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 20年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 21年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 21年８月 17日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の決定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要

綱の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の決定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会・町内会館整備費補助要

綱の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

附 則 
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この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、施行日の前日までに補助の事前の申出を行い、かつ補助金の交付決定を受

けていない者に対する補助金の交付決定その他の手続きは、なお従前の例による。 

  ただし、改正後の横浜市自治会町内会館整備費補助要綱第２条第２項第１号、第４条第１項第１

号、第４条第１項第６号、第４条第２項、第８条第３項第４号、第８条第７項、第８条第８項、第

17 条第３項の規定については、これを適用する。

３ この要綱の施行の際、現にこの要綱の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助要綱の規定に

より、補助の決定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会町内会館整備費補助要綱

の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第８条第２項） 

補  助  申  請  書

  年  月  日 

（申請先） 

横浜市    区長 

  （申請者） 

団 体 名 

  代表者氏名 

  代表者住所 横浜市  区 

電話 

 横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、関係書類を添えて、会館整

備に対する補助を申請します。なお、補助金の交付を受けるにあたっては、

横浜市補助金等の交付に関する規則（平成 17 年 11 月 30 日横浜市規則第 139 号）

及び横浜市自治会町内会館整備費補助要綱を遵守します。 

１ 場所 

  横浜市   区 

２ 整備内容 

□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □耐震補強工事 □修繕 □購入

３ 整備費（購入費） 

￥ 

４ 整備日程等 

（１）着手予定年月日

年  月  日 

（２）完了（購入）予定年月日

年  月  日 

５ 前金払いの希望（要綱第 17 条第１項） 

□希望する

□希望しない

６ 補助申請にあたっての確認事項 

□町内会等が所有する会館であること

□横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づいて補助を受けた会館が他に

ないこと

□建築基準法その他の法令に適合するものであること

以上、横浜市自治会町内会館整備費補助要綱第４条に基づく要件を満たし

ていることに相違ありません。

   署名（会長名）  
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第１号様式の２（第８条第３項） 

自治会町内会館利用計画書

団体名 施設名 

利 

用 

計 

画 

[定例的なもの] 

[不定期なもの] 

利 

用 

団 

体 

団 体 名 代 表 者 氏 名 代 表 者 住 所 

防災・減災のための利用や取組について 

注意：会館の利用規約を添付して下さい。 
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第１号様式の３（第８条第３項） 

工 事 場 所 ( 建 物 ) 位 置 図

 団 体 名  施設名 

 場  所  横浜市  区 敷地面積  ㎡ 

 建物構造   造 平屋・  階建て   延べ   ㎡ 

案 内 図 

（目標となるものを明示してください。) 
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第１号様式の４（第８条第３項） 

資   金   計   画   書

団 体 名 

建築費（A） 円（工事見積書金額） 

項 目 金 額 説 明 

資 

金 

現 

在 

高 

積 立 金    円  積立開始時期  年   月 

寄 附 金    円  平均    円の    世帯分 

分 担 金    円  分担金 世帯分 

そ の 他  円 

計（B）  円 

資 金 不 足 額   円  （A）－（B） 

資 

金 

不 

足 

額 

の 

調 

達 

計 

画 

積 立 金    円 
 期間  か月（終期  年  月） 

 積立金  円（世帯平均） 

分 担 金   円  分担金   世帯分 

借 入 金 

  円 借入先及び種類 

 円  借入先及び種類 

補 助 金  円 

そ の 他  円 
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第２号様式（第 11 条第２項） 

第   号 

  年  月  日 

団体名 

代表者氏名    様 

 横浜市   区長 印 

自治会町内会館整備費の補助決定について（通知） 

 年  月  日に申請のありました自治会町内会館整備費の補助につ

いて審査の結果、次のとおり補助することを決定しましたので通知します。 

 つきましては、速やかに整備（購入）に着手していただき、整備完了（購入）

後は横浜市自治会町内会館整備費補助要綱第 18条により整備完了報告を行って

ください。 

なお、補助金の交付額は、補助金交付額決定通知書をもって決定します。 

１ 補助予定額 

  ￥  

２ 支払方法 

３ 交付時期 

適法な補助金請求書受理後の１５日以内 

４ 補助金交付の条件 

(1) この補助金は、集会施設を整備する場合以外には使用できません。

(2) 虚偽の申請をした場合には、補助することはできません。

(3) 建設終了後、建築検査済証が発行されない物件には補助することができ

ない場合があります。

(4) 補助金の交付を受けて整備した会館は、要綱第 10 条に基づき、財産処分

の制限期間があります。

(5) 建設計画等申請内容を変更しようとするときは、補助変更申請書（第５

号様式）を提出してください。

(6) 整備完了報告は、この通知年月日の属する会計年度内に行ってください。

(7) 区長は、必要があると認めた場合は、当該補助金に関する調査を行うこ

とがあります。
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第３号様式（第 12 条） 

第   号 

  年  月  日 

市民局長 

区  長 

自治会町内会館整備費補助の予算の再配当について（依頼） 

 横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、次の団体より補助申請書を

受理しました。 

  つきましては、補助決定に要する予算の再配当を願います。 

１ 申請団体 

（１）団体名

（２）代表者氏名

（３）代表者住所

２ 申請建物の概要 

（１）所在地

（２）建物の構造及び面積

（３）整備費

３ 整備の内容 

４ 整備の補助対象基準額 

５ 補助予定額 

６ 予算再配当要求額 

７ 業者選定にあたって 

  本件申請の補助決定にあたっては、補助事業者等が○者による入札（又は

見積合わせ）を行った結果、当該業者を適正に選定したことを確認しました。 

８ 添付書類 

（１）補助申請書（写し）

（２）見積書（写し）

76 令和６年４月



第４号様式（第 14 条） 

整 備 着 手 届

  年  月  日 

（申請先） 

横浜市   区長 

（申請者） 

  団 体 名 

  代表者氏名  

  代表者住所  横浜市   区 

 電話 

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の整

備に着手したので、次のとおり届けます｡ 

 団 体 名 

 施 設 名 

 所 在 地  横浜市    区 

 整 備 内 容 
□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □耐震補強工事 □修繕 □購入

 着 手 年 月 日  年 月 日 

 完 了 予 定 年月日  年 月   日 
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第５号様式（第 14 条） 

補 助 変 更 申 請 書

  年  月  日 

（申請先） 

横浜市   区長 

  （申請者） 

  団 体 名 

  代表者氏名  

  代表者住所  横浜市   区 

  電話 

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の補

助申請内容に変更が生じたので、次のとおり申請します。 

 団 体 名 

 施 設 名 

 所 在 地  横浜市    区 

 整 備 内 容 
□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □耐震補強工事 □修繕 □購入

 変 更 年 月 日 年   月 日 

 変 更 内 容 

 (具体的に記入してください) 

 添 付 資 料 
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第６号様式（第 18 条第２項） 

整 備 完 了 報 告 書

  年  月  日 

（報告先） 

横浜市   区長 

  （報告者） 

  団 体 名 

  代表者氏名  

  代表者住所  横浜市   区 

 電話 

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、補助決定を受けた会館の整

備（購入）が完了しましたので、次のとおり報告します｡ 

団 体 名 

施 設 名 

所 在 地 横浜市    区 

整 備 内 容 
□新築（□新規 □同敷地に建て替え □移転して建て替え）

□増築 □耐震補強工事 □修繕 □購入

規 模 ・ 構 造 造   平屋・   階建 面積   ㎡ 

完 了 年 月 日   年 月 日 

売買契約年月日(購入の場合)   年 月 日 
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第７号様式（第 19 条第２項） 

第   号 

  年  月  日 

  様 

 横浜市    区長 印 

自治会町内会館整備費補助金交付額の決定について（通知） 

 年 月 日に申請のありました自治会町内会館整備費補助金について

は、次の条件を付けて交付します。 

１ 交付金額 

    ￥ 

２ 交付条件 

（１）この補助金は、地域の住民が日常的に利用し得る集会施設を整備する場

合のみ使用することとします。

（２）上記以外に使用したとき、又は書類の記載事項に虚偽のあったとき等不

正が認められた場合には、補助金の全部若しくは一部の返還を求めること

があります。

（３）補助金の交付を受けて整備した会館は、要綱第 10 条に基づき、財産処分

の制限期間があります。

（４）補助金を受領した日から２週間以内に、工事等収支決算書を提出してく

ださい。

（①会館建設口座通帳の写し②火災保険の加入を証する保険証書等の写し

を添付してください。）

※前金払いにて補助金を受領した場合は、本通知を受けた日から２週間

以内に提出してください。
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第８号様式（第21条） 

補 助 金 請 求 書

  年  月   日  

  （請求先）  

    横浜市  区長 

（請求者）  

団 体 名 

代表者氏名  

代表者住所 横浜市 区  

   電話 

※口座名義人と請求者が異なる場合、

請求者の押印が必要です。

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づく、会館整備に対する補助金として、

次のとおり請求します。 

￥

下記口座に振り込みください。 

フリガナ

口座名義人 

振込先 

 銀行 

 信用金庫    支店 

 信用組合   出張所 

 農協 

預金種目 普通 ・ 当座 

口 座 

番 号 

（※口座名義人が請求者と異なる場合は、以下を記載の上押印してください。） 

上記口座に補助金を振り込みください。 

代表者名    印 

※補助金交付額決定通知書の写しを添付してください。

（前金払いにて補助金を請求する場合を除く）
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第９号様式（第23条） 

  工  事  等  収  支  決  算  書

  年  月   日  

（報告先）  

横浜市    区長  

 （報告者）  

  団体名 

代表者氏名  

  代表者住所 横浜市 区  

 電話  

 横浜市自治会町内会館整備費補助要綱に基づき、交付を受けました会館の 

整備（購入）に対する補助金について、次のとおり収支決算しましたので報告し

ます。  

 収 入 支 出 

費    目 金 額 費 目 金 額 

計 計 

〔注意１〕  整備（購入）費については、①会館建設口座通帳の写し②火災保険

証書等の写しを添付してください。  

〔注意２〕 建物の区分購入の場合は、建物の登記簿謄本を提出して下さい。 
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横浜市自治会町内会館整備費補助事務取扱要領 

制  定  平成３年４月１日 

最近改正  令和６年４月１日 

（趣旨） 

第１条 この取扱要領は、横浜市自治会町内会館整備費補助要綱（以下「補助要綱」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この取扱要領における用語の定義は、補助要綱に定めるところによる。 

（会館の施設） 

第３条 会館は、原則として次の各号の施設を有するものとする。 

(1) 集会が可能な会議室

(2) 玄関、台所(湯沸かし室)及びトイレ

（会館利用規約の確認） 

第４条 総会などで会館利用規約を制定し、補助要綱に反する使用がなされないことを確認すること。 

（区分所有者の団体が管理する集会所、集会室） 

第５条 区分所有者の団体が、町内会等の整備について承諾していること及び工事費の負担について

確認するために、区分所有者の団体の総会の議事録、予算書及び決算書を提出すること。 

（補助対象経費） 

第６条 補助要綱に規定する補助対象経費とは、次に定める経費とする。ただし、購入に係る場合は

除く。 

(1) 建築工事費

ア 仮設工事費

イ 基礎工事費

ウ 木工事費

エ 鉄骨工事費

オ 屋根・板金工事費

カ 建具工事費

キ 左官工事費

ク タイル工事費

ケ 塗装工事費

コ 内・外装工事費

【資料８】 
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サ 家具工事費

シ 雑工事費

ス 運搬・雑費

セ 諸経費

(2) 電気設備工事費

(3) エレベーター設置工事費

(4) 給排水・衛生・ガス設備工事費

(5) 冷暖房（空調）設備工事費

(6) 特殊基礎工事費

(7) 外構工事費

(8) 倉庫工事費（会館と一体になった倉庫に限り、会館から分離、独立した倉庫は除く。）

(9) 会館名称板

(10) 第１号から第９号までの費用に係る消費税及び地方消費税相当額

（補助基準額） 

第７条 補助要綱第６条第１項第１号の補助額は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 新築

ア １平方メートル当たり補助額

補助対象経費総額を延べ床面積で除して得た額の２分の１の額を１平方メートル当たり補助

額とする。ただし、補助要綱第７条第２項に定める特殊基礎工事、同条第３項に定めるエレ

ベーター設置工事並びに同条第４項及び第５項に定める外構工事に要する経費は除くものと

する。 

イ 補助額

補助額は、１平方メートル当たり補助額に新築する延べ床面積を乗じて得た額とする。

(2) 建物購入又は建物区分購入

ア １平方メートル当たり補助額

建物購入に要する経費を建物購入又は建物区分購入する延べ床面積で除して得た額の２分の

１の額を１平方メートル当たり補助額とする。 

イ 補助額

補助額は、１平方メートル当たり補助額に建物購入又は建物区分購入する延べ床面積を乗じ

て得た額とする。 

（補助限度額の特例） 

第８条 補助要綱第７条の補助限度額の特例は、次の各号に定めるものとする。 

(1) 補助要綱第７条第１項に定める複数の町内会等が共同で新築等を行う場合の補助限度額は、

次に定めるものとする。

ア 新築等
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対象となる整備は、補助要綱第６条第１項に定める新築、建物購入又は建物区分購入である。

この場合、建設費の負担割合に応じて町内会等ごとに補助するものとする。なお、複数の町

内会等が共同で整備するものであっても、増築、耐震補強工事及び修繕は、補助限度額の特

例の対象とはならない。 

イ 補助限度額の特例

(ｱ) 補助限度額

１平方メートル当たり補助額に新築する延べ床面積又は建物購入、建物区分購入する延べ

床面積を乗じて得た額を限度とし、かつ、町内会等の補助金の総額は、この額を限度とする。 

(ｲ) 町内会等ごとの補助額

町内会等ごとの補助額は、町内会等が負担する経費の２分の１とし、それぞれ町内会等ご

とに1,500万円を限度とする。 

(2) 特殊基礎工事

ア 補助要綱第７条第２項に定める新築等で特殊基礎工事を施工する場合とは、新築する場合で、

会館建設用地が軟弱地盤や斜面地など地盤・敷地条件により特殊な基礎工事の施工が必要な場

合をいう。 

イ 補助要綱第７条第２項に定める特殊基礎工事費が基礎工事費に含まれる場合、建築面積に

12,000円を乗じて得た額を基礎工事費から減じた額を特殊基礎工事費とする。 

(3) 補助要綱第７条第４項に定める新築等で外構工事を施工する場合とは、新築する場合で、同

時に施工する外構工事をいう。  

(4) 補助要綱第７条第５項に定める増築又は修繕で外構工事を施工する場合とは、増築又は修繕

と同時に施工する外構工事をいう。 

(5) 補助要綱第７条第６項に定める２種類以上の整備を行う場合の整備とは、増築、耐震補強工

事、購入及び修繕をいう。 

（修繕の対象工事） 

第９条 修繕の対象工事は、次に定めるものとする。 

(1) 屋根の修繕

(2) 外壁の修繕

(3) 内装の修繕

(4) 建築物本体の修繕

(5) 建築設備の修繕

(6) 建築物付帯設備の修繕

(7) 外構工事

(8) その他区長が認めた工事

（補助申請の制限） 

第10条 補助を受けてから５年を経過していない町内会等が補助申請することができる「特別な理
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由」とは、災害等不可抗力により会館が滅失又は毀損した場合をいう。 

（神社社務所等との分離） 

第11条 神社、寺から敷地を借地して会館を整備する場合は、社務所等と併設して整備してはならな

い。また、敷地についても神社等の敷地と明確に区分しなければならない。 

（会館用地借用の所有権確認） 

第12条 修繕を除く整備を行うために用地を借用する場合は、補助申請書に土地使用承諾書等を添付

させるとともに、土地の課税台帳や登記簿謄本等により、土地使用承諾書等の署名人が借用する用

地の土地所有者であることを確認すること。 

（火災保険加入の確認） 

第13条  会館整備費補助を受けた会館について、工事等収支決算書に火災保険の保険証書の写し等

を添付させるとともに、火災保険に加入したことを確認すること。 

（会館以外の施設との合築） 

第14条  町内会等以外の団体との合築の場合は、構造上及び利用上明確な独立、分離がされている

ことを確認することとし、それぞれ区分所有をすること。 

（建物区分購入の要件） 

第15条  建物区分購入の要件は、次の各号に定めるものとする。 

(1)地方自治法第260条の２第１項の規定に基づき、地縁による団体として認可を受けた町内会等で

あり、かつ、区分所有者の団体の総会等で、当該建物区分を町内会等の会館として使用すること

が認められていること。 

(2) 区分所有者の団体の承認と、経費負担について確認するために、総会の議事録及び予算・決

算書を区長に提出すること。 

(3) 購入後、速やかに認可地縁団体名義での建物登記簿謄本を区長に提出すること。

（土地付き建物購入の要件） 

第16条 契約締結前の売買契約書に、建物部分と土地の経費を分けて明記すること。 

（市内事業者であることを証する書類） 

第17条 要綱第８条第３項に規定する市内事業者であることを証する書類とは、次の各号に定めるい

ずれかの書類とする。 

(1) 横浜市有資格者名簿

(2) 国税庁法人番号公表サイトの「本店又は主たる事務所の所在地」がわかる部分の写し

(3) 横浜市内の事業者であることの誓約書（第１号様式）（ただし、有資格者名簿に搭載されず、
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登記もしていない場合に限る。） 

（区長による工事完了検査の実施） 

第18条 区長は、要綱第19条第１項に基づく工事完了検査を行った場合は、工事完了確認書(第２号

様式)を作成するものとする。 

（会館の貸与） 

第19条 要綱第26条第１項及び第27条第１項第３号に規定する区長が認める場合とは、次にあげる条

件を満たす場合をいう。なお、財産の処分制限期間を経過した会館または第23条第２項の規定に基

づいて補助金の返還を行った会館については、この限りではない。 

(1) 補助事業者が貸与できる面積は、延べ床面積の概ね２分の１を超えない範囲において、必要

最小限とし、自治会町内会の運営に支障のない範囲とする。 

(2) 貸与の対象となる団体は、次の各号のすべてに該当する団体とする。

ア 地域活動を振興し、もって地域住民の福祉の向上や共助による減災に向けた取組を進める活

動をする団体 

イ 団体の役員の半数以上が同一区内の自治会町内会の構成員である団体

ウ 政治、宗教、専ら営利活動を目的としない団体

（会館の貸与手続） 

第20条 補助事業者は、前条第１項第２号に該当する団体に貸与かつ占用させる場合は、自治会町内

会館貸与承認申請書（第３号様式）に次の各号に定める書類を添付し、区長に申請するものとする。 

(1) 団体の運営状況が確認できる書類（総会資料、規約等）

(2) 団体の役員が同一区内の自治会町内会の会員であることを証する書類

(3) 貸与の対象となる会館の図面（貸与部分を明記すること）

(4) 補助事業者が、会館の貸与について意思決定したことを証する書類

(5) その他区長が必要とする書類

２ 区長は、会館の貸与について承認する場合は、自治会町内会館貸与承認書（第４号様式）を交付

する。 

３ 区長は、会館の貸与状況について、必要な調査を行うことができるものとする。 

４ 区長は、補助事業者及び貸与の対象となっている団体が申請内容と異なる使用をしている場合、

承認を取り消すことができるものとする。 

５ 第１項に定める占用とは、会館の一部を独占的かつ継続的に使用することをいう。 

（貸与の承認期間） 

第21条 貸与の承認期間は、３年間とし、再承認を妨げない。ただし、区長が必要と認める場合は、

これを短縮することができる。 

２ 再承認については、期間が満了する日の３か月前までに申請するものとする。 
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（会館の利用状況の報告） 

第22条 補助事業者は、原則として、３年ごとに利用状況報告書（第５号様式）を区長に提出しなけ

ればならない。報告を要する期間は、補助を受けた年度の翌年度から10年間とする。 

（補助金の返還） 

第23条 横浜市補助金等の交付に関する規則（以下「補助金規則」という。）第20条の規定により、

補助金等の交付の決定が取り消され、かつ、補助金が既に交付されている場合は、補助金等の交付

の決定が取り消される事由が発生した日を起算日として、補助金の返還額等を算出するものとする。 

２ 補助金の一部返還を求める場合の返還額は、補助要綱第10条で定める処分制限期間に応じて、既

に交付した補助金額から「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年３月31日大蔵省令第

15号）」による定率法の償却率を用いて算出した金額を差し引いた金額とする。 

附 則 

この要領は、平成３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成６年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成７年12月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成12年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成16年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成21年８月17日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成23年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、施行日の前日までに補助の事前の申出を行い、かつ補助金の交付決定を

受けていない者に対する補助金の交付決定その他の手続きは、なお従前の例による。 

ただし、改正後の横浜市自治会町内会館整備費補助事務取扱要領第19条、第20条、第23条の規

定については、これを適用する。 

３ この要領の施行の際、現にこの要領の改正前の横浜市自治会・町内会館整備費補助事務取扱要

領の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者は、改正後の横浜市自治会町内会館整

備費補助事務取扱要領の規定により、補助の決定又は補助金の交付を受けた者とみなす。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第 17条第１項） 

【注意】 

全ての項目を町内会等でなく、100 万円以上の工事等の受注を行う入札参加事業者または見積提示

事業者が記入してください。 

この様式は、事業者が有資格者名簿に搭載されず、登記もしていない場合に限り使用します。 

横浜市内事業者であることの誓約書 

私は、横浜市自治会町内会館整備費補助事業補助金の申請にかか

る次の入札に参加または見積書の提出を行うにあたり、主たる営業

の拠点を横浜市内において事業を行っていることを誓約します。 

入札・見積案件名： 

申請自治会町内会名：

申請自治会町内会会長名： 

※本誓約書に虚偽の記載があった場合には、上記案件に係る補助金の交付が取り消さ

れる場合があります。

  年  月  日 

 （見積提出事業者） 

所 在 地

商号・屋号 

代表者職・氏名  
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第２号様式（第 18条） 

工事完了確認書 

自治会町内会館整備費補助事務取扱要領に基づき、    年  月  日に次のとおり工事の完

了状況を確認しました。 

団 体 名 

代 表 者 氏 名 

建 物 の 所 在 地  横浜市    区 

整 備 内 容 □増築 □修繕

建 物 の 構 造   造   平屋・  階建  面積        ㎡ 

整 備 費 （ 請 求 額 ） 円（消費税込み） 

補 助 対 象 整 備 費 円

補助金交付（予定）額 円

特 記 事 項 

【確認結果】（各確認事項に対して、写真を添付してください） 

確 認 事 項 確認結果 備考（特記事項） 

□ 適

□ 否

□ 適

□ 否

□ 適

□ 否

□ 適

□ 否

□ 適

□ 否

【当日の確認者】 

所  属（役職・補職） 氏 名 

自治会町内会関係者 

施工業者関係者 

区役所 

確認結果 

上記について提出書類及び現地を確認したところ 

□ 建設工事が、補助決定した内容のとおり適正に行われたことを確認しました。

□ 建設工事の内容について再確認を要します。
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第３号様式（第 20条第１項） 

自治会町内会館貸与承認申請書 

  年  月  日 

（申請先） 

横浜市    区長 

（申請者） 

団 体 名 

代表者氏名 

代表者住所 横浜市  区 

 横浜市自治会町内会館整備費補助事務取扱要領に基づき、会館の貸与承認について、関係書類を添

えて次のとおり申請します。 

１ 貸与する会館 

  （会館名） 

  （所在地）横浜市 区 

２ 貸与契約の当事者 

  （賃貸人）団体名称 

  職・氏名    印 

  （貸借人）団体名称 

  職・氏名    印 

３ 貸与する面積（図面により貸与部分を明示すること） 

 ㎡ 

４ 貸与期間 

  年  月  日～    年  月  日 

５ 貸与にかかる使用料 

  （月額） 円 

６ 貸与の目的 

７ 添付書類 

(1) 団体の運営状況が確認できる書類

(2) 団体の役員が同一区内の自治会町内会の構成員であることを証する書類

(3) 貸与対象となる会館の図面（貸与部分を明記すること）

(4) 補助事業者等が会館の貸与について意思決定したことを証する書類

(5) その他区長が必要と認める書類
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第４号様式（第 20条第２項） 

第  号 

  年  月  日 

自治会町内会館貸与承認書 

団 体 名 

代表者氏名

横浜市    区長  印 

年  月  日に申請がありました（会館名）  の貸与につきまして

は、横浜市自治会町内会館整備費補助事務取扱要領に基づき、次の条件を付して承認します。 

１ 貸与承認面積 

 ㎡ 

２ 貸与承認期間 

  年  月  日～    年  月  日 

３ 貸与承認の条件 

(1) 本件は、申請内容の事業を行う場合以外には貸与できません。

(2) 虚偽の申請をした場合には、貸与することはできません。

(3) 貸与の状況について、関係職員による調査を行うことがあります。

(4) 貸与承認期間内に事業計画等申請内容を変更しようとするときは、速やかに区役所地域振興課

に申し出てください。

(5) 貸与による使用の実態が申請内容と異なる場合、承認を取り消すことがあります。
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第５号様式（第 22条） 

  年  月  日 

（報告先） 

区 長 

 （報告者） 

団 体 名

代表者氏名

代表者住所 横浜市 区

電話

自治会町内会館利用状況報告書 

横浜市自治会町内会館整備費補助要綱第 26条第３項の規定に基づき、会館の利用状況を次のとおり

報告します。 

１ 調査対象年月 

 年   月分 

２ 開館日数 

日間 

３ 利用状況 

利 用 団 体 名 利 用 回 数 備  考 

  （記入にあたって） 

①自治会町内会の会合（役員会や専門部会等）についても記入してください。

②行が足りない場合、追加して記入してください。

③利用状況の内容について、調査を行うことがあります。
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○横浜市補助金等の交付に関する規則

平成17年11月30日 
規則第139号 

(目的) 
第1条 この規則は、他の規則に定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等

に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るこ

とを目的とする。

(定義) 
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 補助金等 本市が本市以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その

他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(平21規則8・一部改正)

(市長の責務) 
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重

な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が交付の目的に従って公正か

つ効率的に使用されるように努めなければならない。

(補助事業者等の責務) 
第4条 補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであること

に特に留意し、補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなけ

ればならない。

(交付の申請) 
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに、次に掲げる事

項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分及び使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事

業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

【資料９】 
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(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 
(1) 事業計画書

(2) 補助金等の交付の申請時における補助金等の交付を受けようとする者の資産及び

負債に関する事項を記載した書類

(3) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(4) 補助事業等の経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分の負担者、負担

額及び負担方法を記載した書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的及び内容により、第1項の申請

書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについ

ては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付の決定) 
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及

び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどう

か等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金等の交付

の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の

交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

3 市長は、第1項の調査の結果により、補助金等の交付をしないことと決定したときは、

補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに、その旨を

通知するものとする。

(交付の条件) 
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達

成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更(市長の定める軽微な変更を除

く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受け

るべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに、市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

(4) その他市長が必要と認める条件

(交付の決定の通知) 
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第8条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかに、次に掲

げる事項を記載した決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付の決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(申請の取下げ) 
第9条 申請者は、前条の決定通知書の交付を受けた場合において、当該決定通知書に係

る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定

める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決

定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等) 
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により

特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又

はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事

業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災

地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部

を継続する必要がなくなった場合その他市長が定める特に必要な場合に限る。

3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった

事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り、補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要

する経費

(補助事業等の遂行) 
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付さ

れた条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなけ

ればならない。

2 補助事業者等は、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目

的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反し

てその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。 
(平21規則8・一部改正) 

(状況報告) 
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第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業等の遂行の状況に関し、補助事業

者等から報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の指示) 
第13条 市長は、補助事業者等が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等

の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、

その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示するものとする。 
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、当

該補助事業等の遂行の一時停止を指示するものとする。

(実績報告) 
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたと

きを含む。第3号及び第3項第3号において同じ。)は、速やかに、次に掲げる書類により

市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した

場合も、同様とする。

(1) 補助事業等の成果を記載した実績報告書

(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項を記載した決算書及び領収書その他の当該

収支計算に係る支出を証する書類又はその写し(以下単に「領収書等」という。)
(3) 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了

したときにおける補助事業者等の資産及び負債に関する事項を記載した書類

(4) 第24条の規定による入札又は見積書の徴収を行った場合には、当該入札の結果が分

かる書類又は当該見積書の写し

(5) 第24条の規定による入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を同条に規定する市

内事業者(以下「市内事業者」という。)とした場合(同条ただし書の規定により入札の

参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者としなかった場合を除く。)は、当該事

業者が市内事業者であることを証する書類又はその写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 補助事業者等は、次に掲げるもの(以下この項及び次項第2号において「間接補助金等」

という。)を交付し、又は融通している場合においては、当該間接補助金等の交付又は融

通の対象となっている事務又は事業(次項第1号及び第3号において「間接補助事業等」と

いう。)に関する事項について記載した書類を前項に規定する報告書類に併せて添付しな

ければならない。

(1) 補助事業者等が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又

は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交

付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交
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付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

3 前項に規定する添付書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。 
(1) 間接補助事業等の成果

(2) 間接補助金等に係る収支計算に関する事項

(3) 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了

したときにおける間接補助事業等を行う者の資産及び負債に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、前3項に規定する書類又は記載事項のうち必要が

ないと認めるものについては、その報告、添付又は記載を省略させることができる。

5 補助事業者等は、第1項第2号に規定する領収書等のうち、次のいずれかに該当するも

のについては、その提出を省略することができる。ただし、市長が必要と認めるものに

ついては、この限りでない。

(1) 補助事業等に係る支出で、1件の金額が100,000円未満のものに係る領収書等

(2) 補助事業等に係る電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使

用料及び通話料並びに水道料金(下水道使用料を含む。)の領収書等

(3) 国又は地方公共団体による財務又は会計に関する調査、監査、監察等を定期的に受

けていることにより補助金等の適正な執行が担保されていると市長が認める補助事業

者等が行う補助事業等に係る領収書等(前2号に掲げるものを除く。) 
(平21規則8・平22規則4・一部改正) 

(補助金等の額の確定等) 
第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、実績報告書等の書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助

金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するもの

とする。

(是正のための措置) 
第16条 市長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事

業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認める

ときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示

するものとする。

2 第14条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。 

(交付の時期等) 
第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交付す
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るものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると

認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。 

(交付の請求) 
第18条 第15条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようと

するときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により補助事業等の完了前に補助金等の全部又は

一部の交付を受けようとする場合について準用する。

(決定の取消し) 
第19条 市長は、補助事業者等が次のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等の他の用途への使用をしたとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第24条の規定に違反したとき。

(5) その他法令、条例又はこの規則に基づき市長が行った指示に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、当該補助事業者等に対し、速やかに、

その旨を通知するものとする。

(平21規則8・一部改正) 

(補助金等の返還) 
第20条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返

還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超える部分の補

助金等の返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金) 
第21条 補助事業者等は、第19条第1項の規定による取消しにより、補助金等の返還を命

ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付

した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しな
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ければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用について

は、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、

当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた

額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領した日において受領されたものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納

付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当

該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納付期日までに納付しなかった

ときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付し

た場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95
パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等) 
第22条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は

延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事

業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止

し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(理由の提示) 
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の

指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対し

てその理由を示さなければならない。

(入札又は見積書の徴収) 
第24条 補助事業者等は、補助事業等に係る工事の請負、物品の購入、業務の委託等を行

う場合において、次のいずれかに該当するときは、市内事業者(横浜市契約規則(昭和39
年3月横浜市規則第59号)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿における所在地区

分が市内である者、登記簿における本店又は主たる事務所の所在地が市内である者並び

に主たる営業の拠点が市内である個人事業者及び登記簿に登記されていない団体をい

う。)により入札を行い、又は2人以上の市内事業者から見積書の徴収を行わなければな

らない。ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必

要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 1件の金額が1,000,000円以上になると見込まれるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

(平21規則8・追加、平22規則4・一部改正)
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(財産の処分の制限) 
第25条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に

掲げるものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又

は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、補助事

業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等

の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、

この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの

(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるも

の

(平21規則8・旧第24条繰下)

(関係書類の整備) 
第26条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類、帳

簿等並びに領収書等並びに第14条第1項第4号及び第5号に掲げる書類を整備し、市長が

定める期間保存しておかなければならない。

(平21規則8・旧第25条繰下・一部改正、平22規則4・一部改正) 

(調査又は報告) 
第27条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助

事業者等に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することが

できる。

(平21規則8・旧第26条繰下) 

(委任) 
第28条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

(平21規則8・旧第27条繰下) 

(過料) 
第29条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、50,000円以

下の過料に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第11条第2項の規定に違反して補助金等の他の用途への使用をしたとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした法人(法人でない団体で
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代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法

人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、50,000円以下の過料に処する。 
(1) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、偽りその他

不正の手段により当該法人又は当該人に補助金等の交付を受けさせたとき。

(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、第11条第2
項の規定に違反して当該法人又は当該人に補助金等の他の用途への使用をさせたとき。 

(平21規則8・追加) 

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度の予算に係る補助金等から適用する。 

附 則(平成21年3月規則第8号) 
(施行期日等) 

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市補助金等の交付に

関する規則の規定(第2条第1号の規定を除く。)は、平成21年度の予算に係る補助金等か

ら適用する。

(経過措置) 
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年3月規則第4号) 
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市補助金等の交付に関

する規則の規定は、平成22年度の予算に係る補助金等から適用する。 
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区役所地域振興課 連絡先一覧 

区役所 電話番号 区役所 電話番号

鶴見区地域振興課 ５１０－１６８７ 金沢区地域振興課 ７８８－７８０１

神奈川区地域振興課 ４１１－７０８６ 港北区地域振興課 ５４０－２２３４

西区地域振興課 ３２０－８３８６ 緑区地域振興課 ９３０－２２３２

中区地域振興課 ２２４－８１３１ 青葉区地域振興課 ９７８－２２９１

南区地域振興課 ３４１－１２３５ 都筑区地域振興課 ９４８－２２３１

港南区地域振興課 ８４７－８３９１ 戸塚区地域振興課 ８６６－８４１２

保土ケ谷区地域振興課 ３３４－６３０２ 栄区地域振興課 ８９４－８３９１

旭区地域振興課 ９５４－６０９１ 泉区地域振興課 ８００－２３９１

磯子区地域振興課 ７５０－２３９１ 瀬谷区地域振興課 ３６７－５６９１

横浜市市民局地域活動推進課 
０４５－６７１－２３１７ 
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